
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

被災者支援制度ガイドブック 

（令和６年能登半島地震） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和６年１０月３１日現在 

 

 

本ガイドブックは、市町が被災者に対して支援制度を紹介するため

の基礎的な情報をまとめたものです。市町ごとに、独自の支援制度

や連絡先等を追加し、被災者支援にご利用ください。 



 

 

避難先情報の 登録・更新 をお願いします 

●石川県では、自治体からの支援情報をお届けするため、被災された方に、連絡先など
の登録をお願いしています。 

※すでに登録済の方も､避難先が変わった場合などは､登録情報の変更をお願いします。 
（住所が変更になると情報が届かなくなる可能性があります。） 
 
１.LINEによる登録 

※右のＱＲコードから登録してください。 ⇒ 
 
２.電話による登録 

以下の番号に電話いただき､ 案内に従って連絡先などの 
情報をお伝えください。 
※登録情報の変更も同様の手順です 

☎０７６－２２５－１９５９ 平日９:00～17:00 
※8月1日より電話番号が変更となっています 

 

（住民向け） 

●り災証明に関すること 

□り災証明の交付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １ 

 

●住まいに関すること 

□住宅の応急修理（災害救助法） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

□住宅の応急修理制度に関する掛かり増し経費補助金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２ 

□被災者用仮住居の提供（県営住宅・国家公務員宿舎） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

□賃貸型応急住宅（みなし仮設）の供与 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３ 

□賃貸型応急住宅（みなし仮設）仲介手数料給付事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

□応急仮設住宅（建設型）の供与 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

□公営住宅への入居（市町営住宅） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４ 

□生活家電の購入支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

□石川県宅内配管修繕工事費補助金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５ 

□石川県住宅耐震化促進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

□自費解体つなぎ資金利子助成事業給付金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６  

□被災宅地等復旧支援事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６ 

□自宅再建利子助成事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

□石川県住宅再建支援事業（二重ローン対策） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

□住まい再建・賃貸入居支援事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

□住まい再建・公営住宅入居支援事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

□住まい再建・転居費用支援事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

□土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ９ 



 

 

□住宅金融支援機構融資の返済方法の変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

□災害復興住宅融資（建設・購入・補修） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 

□母子父子寡婦福祉資金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 

 

●お金に関すること 

□被災者生活再建支援制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 

□地域福祉推進支援臨時特例給付金制度 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

□生活福祉資金制度による貸付（緊急小口貸金貸付）※特例措置あり ・・・・・・・・・・・・・・・・・13 

□生活福祉資金制度による貸付（福祉資金住宅補修費・災害援護費）※特例措置あり・・・・・・・・・・・14 

□災害弔慰金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14 

□災害障害見舞金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

□災害等遺児すこやか資金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15 

□母子父子寡婦福祉資金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 

□生活保護 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16 

□雇用保険の失業等給付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 

□国の教育ローン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 

□高等学校等就学支援金（家計急変支援） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17 

□教育費負担軽減奨学金（家計急変支援） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

□石川県育英資金の貸与型奨学金（緊急採用） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

□被災生徒通学費給付金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

□大学生等を対象とする奨学金の緊急採用等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18 

□令和６年(2024 年)能登半島地震に係る高等学校等奨学生募集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19 

 

●税金に関すること 

□市町村税の減免措置等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 

□県税の減免措置等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 

□国税の減免措置等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 

 

●減免・免除等に関すること 

□児童福祉施設（保育所・認定こども園を除く）に係る入所者負担額の減免 ・・・・・・・・・・・・・・22 

□社会福祉施設入所・通所に係る利用者負担額の減免 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 

□障害者福祉サービス、補装具費及び地域生活支援事業の利用者負担額の減免措置等 ・・・・・・・・・・22 

□障がい者の自立支援医療費の利用者負担額の減免措置等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22 

□障がい者の自立支援医療費の利用者負担額の減免措置（精神通院医療） ・・・・・・・・・・・・・・・22 

□医療保険、介護保険の保険料（税）・窓口負担等の減免措置等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 

□保育所・認定こども園の保育料の減免 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 



 

 

□放課後児童クラブの利用料の減免 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 

□児童扶養手当等の特例措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23 

□小・中学生の就学援助措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 

□県立高等学校授業料等減免措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 

□石川県育英資金返還猶予 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 

□私立高等学校授業料等減免措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 

□大学等授業料等減免措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24 

□パスポート手数料の免除 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・25 

 

（事業者向け） 

●商工関係 

□令和６年能登半島地震特別貸付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26 

□雇用調整助成金の特例措置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27 

□令和６年能登半島地震災害対策特別融資 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 

□令和６年能登半島地震経営改善サポート融資 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 

□小規模事業者持続化補助金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28 

□中小企業持続化補助金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29 

□石川県なりわい再建支援補助金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29 

□石川県営業再開支援補助金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29 

□石川県商店街災害復旧事業補助金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 

□石川県商店街にぎわい創出事業補助金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 

□石川県伝統工芸事業者再建支援事業費補助金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30 

□在籍型出向促進助成金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 

□石川県雇用環境整備助成金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31 

□地域雇用開発助成金（能登半島地震特例） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 

□雇用のミスマッチ解消・人材確保助成金事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32 

□被災者緊急スキルアップ研修推進事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33 

 

●農業関係 

□農地・農業用施設災害復旧事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 

□農林水産業共同利用施設災害復旧事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34 

□農業制度資金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 

□農業共済・収入保険 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35 

□農地利用効率化等支援交付金（被災農業者支援タイプ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 

□強い農業づくり総合支援交付金（被災産地施設支援） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 

□営農環境整備支援事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36 



 

 

□雇用就農資金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 

□農地等手づくり復旧支援事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37 

□令和６年能登半島地震復興労働力確保対策事業（農業人材マッチング促進事業） ・・・・・・・・・・・37 

 

●林業関係 

□株式会社日本政策金融公庫による資金貸付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 

□全国木材協同組合連合会による利子助成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 

□林業・木材産業災害復旧対策保証 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 

□林業・木材産業改善資金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38 

□林業・木材産業施設の復旧 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39 

 

●水産業関係 

□公共土木施設災害復旧事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40 

□漁業用施設災害復旧事業 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40 

□漁業者資材供給事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40 

□漁船等災害復旧支援事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40 

□漁業制度資金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 

□漁獲共済 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 

□漁船保険 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 

□沿岸漁業改善資金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41 

 

●福祉関係 

□石川県被災地介護・福祉人材確保支援事業費補助金 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 

□保育所や放課後児童クラブへの心のケア巡回支援 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42 

 

（共通） 

●各種相談 

□金沢弁護士会による無料電話相談（復興支援ダイヤル） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 

□日本弁護士連合会による無料電話相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 

□石川県司法書士会による無料電話相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 

□日本司法書士会連合会による無料電話相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 

□日本行政書士会連合会による無料電話相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 

□被災者の方のための法テラス無料法律相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・43 

□人権相談（法務局） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44 

□いしかわ性暴力被害者支援センター「パープルサポートいしかわ」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・44 



 

 

□石川県配偶者暴力相談支援センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44 

□石川県女性相談支援センター ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44 

□外国人のための無料相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 

□児童に関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 

□「からだ」と「こころ」の健康相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45 

□妊娠・出産・子育てに関する相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 

□消費生活相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 

□被災ペット相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46 

□いしかわ就職・定住総合サポートセンター（ＩＬＡＣ） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47 

□労働相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47 

□中小企業・小規模事業者の相談窓口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47 

□住宅相談 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47 

□震災住宅相談ボランティアダイヤルいしかわ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 

□自費解体の業者に関する相談窓口 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 

□納屋や格納庫の修繕や再建の相談について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・48 

 

●その他 

□ハロートレーニング（公的職業訓練） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49 
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（住民向け） 

●り災証明に関すること 

制度の名称 り災証明の交付 

支援の種類 証明 

概要 

●市町が住家等の被害の状況を調査し、被災者へ交付する「災害による被害の程度を証明す

る書面」であり、各種の被災者支援制度の適用を受ける際に必要とされるものです。 

●り災証明書により証明される被害程度としては、「全壊」、「半壊」等があり、基準に基

づきそれらの判定が行われます。 

お問い合わせ 災害時にお住まいの市町 
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●住まいに関すること 

制度の名称 住宅の応急修理（災害救助法） 

支援の種類 現物支給 

制度の内容 

●災害救助法に基づく住宅の応急修理は、災害により住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊、

準半壊し、自ら修理する資力のない世帯に対して、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日

常生活に必要な最小限度の部分を応急的に修理します。(全壊でも対象となる場合があります) 

●応急修理は、住民からの申し込みに基づき市町が業者に依頼し、実施します。 

●修理限度額 

大規模半壊、中規模半壊、半壊：1世帯あたり70万6千円(全壊でも対象となる場合がありま

す) 

準半壊：1世帯あたり34万3千円 

●完了期限   令和7年12月31日 

活用できる方 

●災害救助法が適用された市町※において、自らの資力を以てしては住宅を修理することができ

ず、以下の要件を満たす方が対象です。 

・災害により住宅が準半壊以上の被害を受けた方で、日常生活に必要最小限度の部分を応急

的に修理することで、元の住家に引き続き住む方 

※災害救助法が適用された市町 

金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、 

津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町 

お問い合わせ 災害時にお住まいの市町 

 

制度の名称 石川県住宅の応急修理制度に関する掛かり増し経費補助金 

支援の種類 補助・受付窓口の設置 

制度の内容 

●相談受付窓口 

 ・住宅の建替え・修理（応急修理含む）の相談を受け付けます。 

 ・ご希望に応じて、工事業者を手配します。 

●掛かり増し経費の補助 

 遠隔地からの出張のため、移動に要するガソリン代や宿泊代等の費用（掛かり増し経費）を

補助します。 ※掛かり増し経費は、工事業者に県が直接、補助します。 

 ＜補助額＞ 

 〇見積調査（見積提示）  

   1）人件費 14,300円／人 

   2）燃料費 最大（片道）5,200円（※加賀市から珠洲市の場合） 

 〇修繕工事 

   1）人件費 14,300円／人 

   2）燃料費 最大（片道）5,200円（※加賀市から珠洲市の場合） 

   3）宿泊費 9,800円／日 

活用できる方 
令和6年能登半島地震により被災した能登地域６市町（輪島市、七尾市、珠洲市、志賀町、穴水

町及び能登町）の住宅において、応急修理制度を利用される方 

お問い合わせ 

●工事業者の手配に関すること 

 ・0120-123-688（フリーダイヤル）石川県木造住宅協会・石川県建設業協会事務局内 

・受付URL < https://www.jiwood.or.jp/reconstruction/form/ > 

・受付時間 午前9時から午後5時まで（土日・祝日除く） 

・受付期間 令和6年7月26日から令和6年12月27日 

●制度全般に関すること 

 ・076-225-1777 石川県土木部建築住宅課 

※手続きなど詳しくは、以下のページをご確認ください。 

< https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kenju/saigai/notojisinnoukyuusyuurikakarimasi.html > 
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制度の名称 被災者用仮住居の提供（県営住宅・国家公務員宿舎） 

支援の種類 現物支給・現物貸与 

制度の内容 

●被災者の生活再建のため、当面の入居先として県営住宅・国家公務員宿舎を提供します。 

●家賃、敷金、駐車場使用料は不要で、共益費、自治会費、光熱水費等は入居者負担です。 

●入居可能期間は原則1年間です。（状況により延長） 

●申込期限：令和7年3月末 

活用できる方 
●令和6年能登半島地震により、住宅に大きな被害を受けた者（県営住宅・国家公務員宿舎に入

居されても、応急仮設住宅（建設型）への住み替えが可能です） 

お問い合わせ 

県営住宅：石川県 県営住宅管理センター 平和町店   TEL：076-241-5370 

駅西店    TEL：076-232-5140 

野々市駅前店 TEL：076-246-1320 

公務員宿舎 ：石川県建築住宅課 TEL：076-225-1776 

 

制度の名称 賃貸型応急住宅（みなし仮設）の供与 

支援の種類 現物支給・現物貸与 

制度の内容 

●被災者の生活再建のため、被災市町が民間賃貸住宅を借上げ、提供します。 

●入居可能期間は原則2年間です。 

●石川県・被災市町が負担する経費 

家賃、共益費（又は管理費）、礼金（家賃1か月分を上限）、退去修繕負担金（家賃2か月分

を上限）、仲介手数料（家賃0.55か月分以内）、損害（火災）保険料、入居時鍵交換費 

●月額家賃の上限 （富山県、福井県、新潟県は、別途基準あり） 

 世帯人数 家賃 世帯人数 家賃 世帯人数 家賃 世帯人数 家賃 

金沢市・

野々市市 

1人 6万円 2人 8万円 3～4人 10万円 5人以上 12万円 

上記以外

の県内 

  1～2人 6万円 3～4人 8万円 5人以上 11万円 

●申込期限：令和７年１月３１日（金） 

※やむを得ない理由で期限までに申込みができない場合は、上記期限までに「理由書」を市町

に提出してください。 

活用できる方 

●令和6年能登半島地震において災害救助法が適用された市町※に住所を有する方で、自らの資

力を以てしては住宅を確保することができず、下記いずれかの要件を満たす者（賃貸型応急

住宅に入居されても、応急仮設住宅（建設型）への住み替えが可能です） 

①次のいずれかに該当する方 

・住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住居がない者 

・半壊（大規模半壊、中規模半壊を含む）であっても、住宅としての利用ができず、やむ

を得ず解体を行う者 

・二次災害等により住宅が被害を受ける恐れがある、ライフライン（水道、電気、ガス、

道路等）が途絶している、地滑り等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり

自らの住居に居住できないと市町長が認める者 

②災害救助法に基づく住宅の応急修理制度を利用している者のうち、修理に要する期間が1か

月を超えると見込まれる者（半壊以上の被害を受け、他の住まいの確保が困難な者に限

る。） 

③その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者 

※災害救助法が適用された市町 

金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、 

津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町 

お問い合わせ 

災害時にお住まいの市町 

※ 輪島市、珠洲市、穴水町、能登町の方は入居を希望する物件のある市町でも対応可能です。 

※ 富山県、福井県及び新潟県の物件を希望する方は入居を希望する物件のある市町村ではなく 

災害時にお住まいの市町に問い合わせてください。 
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制度の名称 賃貸型応急住宅（みなし仮設）仲介手数料給付事業 

支援の種類 給付 

制度の内容 

●令和6年能登半島地震により被災し、賃貸型応急住宅（みなし仮設）に入居している方等に対

して、市町長、貸主及び入居者による三者契約前に、自ら賃貸住宅を借り上げた際に要した仲

介手数料相当分を給付します。 

●給付額 

仲介手数料の全額（入居決定を受けた住宅1戸につき1回限り） 

※宅地建物取引業者から仲介手数料の返金を受けた場合は、返金額を除いた額となります。 

※宅地建物取引業法の第46条第1項に規定する額を超えるものは認められません。 

活用できる方 

●以下の全ての要件に該当する方が対象です。 

(1) 市町長、貸主及び入居者による三者契約前に、自ら賃貸住宅を借り上げて、仲介手数料を

支払っていること 

(2) (1)の賃貸住宅について石川県知事が入居決定しており、三者契約が締結されていること 

お問い合わせ 公益社団法人 石川県宅地建物取引業協会 TEL： 076-291-2255（平日9時～17時） 

 

制度の名称 応急仮設住宅（建設型）の供与 

支援の種類 現物支給・現物貸与 

制度の内容 
●被災者の生活再建のため、県が応急仮設住宅（建設型）を建設し、提供します。 

●入居可能期間は原則2年間です。 

活用できる方 

●令和6年能登半島地震において災害救助法が適用された市町※に住所を有する方で、自らの

資力を以てしては住宅を確保することができず、下記いずれかの要件を満たす者 

①次のいずれかに該当する方 

・住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住居がない者 

・半壊（大規模半壊、中規模半壊を含む）であっても、住宅としての利用ができず、やむ

を得ず解体を行う者 

・二次災害等により住宅が被害を受けるおそれがある、ライフライン（水道、電気、ガ

ス、道路等）が途絶している、地すべり等により避難指示等をうけているなど、長期に

わたり自らの住居に居住できないと市町長が認める者 

②その他、国と県の協議により、やむを得ず入居すべきと認められた者 

※災害救助法が適用された市町 

金沢市、七尾市、小松市、輪島市、珠洲市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、

津幡町、内灘町、志賀町、宝達志水町、中能登町、穴水町、能登町 

お問い合わせ 災害時にお住まいの市町 

 

制度の名称 公営住宅への入居（市町営住宅） 

支援の種類 現物支給・現物貸与 

制度の内容 ●被災者の生活再建のため、市町が整備する公営住宅に入居することができます。 

活用できる方 
●公営住宅に入居できる世帯の資格要件については、公営住宅を整備する市町で別に定めてい

ます。 

お問い合わせ 入居を希望する市町 
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制度の名称 生活家電の購入支援 

支援の種類 自治体による一括設置、給付 

制度の内容 

応急仮設住宅（応急仮設住宅（建設型）、賃貸型応急住宅（みなし仮設）、県内の公営住宅等）

に入居された方に対して、生活家電の購入支援制度を設けています。 

【対象家電】 

・テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン 

【支援額】 

・テレビ、冷蔵庫、洗濯機は、１点につき ６万円（消費税を含む）を上限とし、 

 １戸あたり総額１３万円（送料・設置料・消費税を含む） 

・エアコンは、１戸あたり総額１０万円（送料・設置料・消費税を含む） 

 ※超過分は自費となります。 

 ※１戸あたり各家電は１点のみ 

活用できる方 

応急仮設住宅（応急仮設住宅（建設型）、賃貸型応急住宅（みなし仮設）、県内の公営住宅等）

に入居された方 

※エアコンについては、賃貸型応急住宅（みなし仮設）、県内の公営住宅等に入居された方の 

 うち、エアコンがなく、設置が必要な方（１台目限り） 

お問い合わせ お住まいの市町 

 

制度の名称 石川県宅内配管修繕工事費補助金 

支援の種類 補助・受付窓口の設置 

制度の内容 

●工事業者の手配 

 被害を受けた宅内配管の修繕のため、お住まいの市町以外の工事業者を手配します。 

●掛かり増し経費の補助 

 遠隔地からの出張のため、移動に要するガソリン代や宿泊代等の費用（掛かり増し経費）を

補助します。 ※掛かり増し経費は、工事業者に県が直接、補助します。 

 ＜補助額＞ 

 〇見積調査（見積提示）  

   1）人件費 13,200円／人 

   2）燃料費 最大（片道）5,200円（※加賀市から珠洲市の場合） 

 〇修繕工事 

   1）人件費 13,200円／人 

   2）燃料費 最大（片道）5,200円（※加賀市から珠洲市の場合） 

   3）宿泊費 9,800円／日 

活用できる方 

令和6年能登半島地震により被災した能登地域６市町（輪島市、七尾市、珠洲市、志賀町、穴水

町及び能登町）の住宅において、水道や下水道・浄化槽につなぐ宅内配管修繕工事でお困り 

の方 

お問い合わせ 

●工事業者の手配に関すること 

 ・0120-055-122（フリーダイヤル）石川県管工事業協同組合連合会事務局内 

・受付URL  

<https://i-kankouji.form.kintoneapp.com/public/noto-plumbing-repair-request> 

・受付時間 午前9時から午後5時まで（土日・祝日除く） 

・受付期間 令和6年5月13日から令和6年12月27日 

●制度全般に関すること 

 ・076-225-1463 石川県生活環境部環境政策課 

※手続きなど詳しくは、以下のページをご確認ください。 

<https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kankyo/haikan_hojo.html>  
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制度の名称 石川県住宅耐震化促進事業 

支援の種類 補助 

制度の内容 

●地震で被災し耐震性が低下した住宅の耐震改修などを支援します。 

  ○耐震診断 簡易型：自己負担なし（図面がない場合、追加5千円） 

        通常型：補助率3/4、限度額9万円 など 

○耐震改修 定額180万円（住宅の傾斜修復を含む） など 

○建替え  定額180万円 など 

※補助額等は市町により異なりますので、災害時にお住まいの市町にお問い合わせください。 

活用できる方 ●令和６年能登半島地震で被災した住宅（罹災証明が発行された住宅）にお住まいの方 

お問い合わせ 災害時にお住まいの市町 

 

制度の名称 自費解体つなぎ資金利子助成事業給付金 

支援の種類 給付 

制度の内容 

●令和6年能登半島地震により損壊した家屋等を自ら解体・撤去し、金融機関等から解体費用に

係る融資を受けた場合に、融資額に対する利子額の全部又は一部について給付します。 

●給付金額 

金融機関等が発行する返済予定表等に記載の利子額のうち、解体費用に相当する融資額に対

する利子額とし、融資を実行した日から起算して5か月分（５か月に満たない場合は、その期

間）の利子額を上限として給付します。 

（利率・給付額の上限なし/すでに借入れ・返済済みの場合も対象）  

活用できる方 

●県内の市町で被災し、自費解体の資金を金融機関から借り入れた個人の方で、次の⑴～⑶の 

全ての項目に該当する方が対象です。 

(1) 罹災証明書で、「半壊」以上の判定を受けている方 

(2) 損壊家屋等を解体する目的で、金融機関等から融資を受けている方 

(3) 市町に自費解体（解体費用の払戻し）の申請書を提出し、受理されている方 

お問い合わせ 石川県生活環境部資源循環推進課 TEL：076-225-1474 

 

制度の名称 被災宅地等復旧支援事業 

支援の種類 補助 

制度の内容 

●令和６年能登半島地震により被災した宅地に対し、下記に示す宅地復旧に関する補助。 
(1) 復旧工事 
 原形復旧を基本とした次に掲げる工事（構造基準を満たすものへの変更を含む。）  
ア のり面の復旧工事 
イ 擁壁の復旧工事（旧擁壁の撤去、擁壁に関する排水施設設置工事を含む。）  
ウ 地盤の復旧工事（陥没への対応工事を含む。） 

(2) 地盤改良工事 
  液状化が発生したとみられる区域における液状化再度災害防止のための住宅建屋（住宅及び
住宅に附属する用途に供する建築物。）下の地盤改良工事 

(3) 住宅基礎の傾斜修復工事   
住宅建屋の基礎について沈下又は傾斜を修復する工事  

（住宅耐震化促進事業において交付を受けている又は交付を受けようとする同一工種を除

く。） 

●補助対象額 

上記復旧工事に係る事業費の合計１，２００万円を上限とする。 

●補助率 

 事業費から少額工事相当額などの５０万（所有者負担）を控除した額の２／３ 

（７６６．６万円を上限とする） 

  ※宅地の所在する市町によって上限が変わることがあります。  
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活用できる方 

●令和６年能登半島地震発生時に住宅（企業や団体等の社宅、寮その他これらに類するものは

除く。）の用に供されていた宅地の所有者、管理者又は占有者 

ただし、分譲宅地等の宅地開発用の宅地は除く。 

お問い合わせ ●災害時にお住まいの市町の被災宅地担当窓口 

 

制度の名称 自宅再建利子助成事業 

支援の種類 給付 

制度の内容 

●令和6年能登半島地震により自ら居住していた住宅に一定の被害を受けた方等が、県内で居住
する住宅を新築、購入又は補修するために、金融機関等から融資を受けた場合の借入額に係る
利子の支払額の全部又は一部について助成します。 

●給付金額 

借入額、利率及び実際の返済期間に基づき算定した利子相当額を交付決定後一括給付します。 

（1世帯当たり1回限り、上限300万円） 

活用できる方 

●県内の市町で被災し県内で住宅を再建した、次の（1）から（3）の全ての項目に該当する方
（法人を除く）が対象です。 
ただし、「石川県地域福祉推進支援臨時特例給付金」の給付を受けている方は、対象となりま
せん。 

（1）次の（ｱ）から（ｴ）のいずれかに該当する方 
（ｱ）県内市町長が発行する罹災証明書で全壊、大規模半壊、中規模半壊又は半壊の判定を受け

た方 
（ｲ）被災者生活再建支援法に基づき、住宅の敷地に被害が生じ、やむを得ず解体した世帯の方 
（ｳ）被災者生活再建支援法に基づき、長期避難世帯として認定されている方 
（ｴ）応急仮設住宅等（建設型応急仮設住宅、賃貸型応急住宅、公営住宅目的外使用）に入居し

ていた方 
（2）住宅を再建し、その住宅に入居する日の属する年の前年の収入（所得）額が、次の収入（所

得）要件を満たす世帯の方 
  ・世帯全員の収入が給与収入のみの場合：世帯収入合計額600万円以内 
  ・世帯員の収入に給与収入以外の収入がある場合：世帯所得合計額440万円以内 
   ※世帯員の中に23歳未満の被扶養者がいる世帯の場合は上記の収入（所得）の制限無し 
   ※障がい者、高齢者等がいる世帯の場合は上記の収入（所得）から控除あり 
（3）被災された本人又は本人の親族が住宅再建のために金融機関等から融資を受けていること 

お問い合わせ 給付金コールセンター〔利子助成専用〕（電話０７６－２２５－１９６８） 

 

制度の名称 石川県住宅再建支援事業（二重ローン対策） 

支援の種類 給付 

制度の内容 

●令和6年能登半島地震により自ら居住していた住宅に被害を受け、被災住宅に係るローンを有
する方が、新たな住宅ローンを組んで住宅を再建する場合の負担を軽減するため、利子相当額
を支援します。 

●給付額 
最大50万円（既存の住宅ローンに係る利子相当額） 
   ※融資残高、利率と残返済期間に基づき元利均等返済の利子計算方法で算出します。 

活用できる方 

●以下の全ての要件に該当する方が対象です。 
(1) 県内の自ら居住していた住宅が能登半島地震により被災し、発災（令和6年1月1日）以前

からその被災住宅に係る既存の住宅ローンを有している方 
(2) 県内に自ら居住する住宅の再建のために300万円以上の新たな住宅ローンを契約した方 
(3) 新たな住宅ローンを契約した日の前月末時点で1の被災住宅に係る既存の住宅ローンが500

万円以上ある方 
(4) 新たな住宅ローンを契約した日の属する前年（前年の所得証明書の取得が困難な場合は

前々年）の課税所得金額が805万円以下の者（同一世帯に該当するものがいる場合を除
く。） 

お問い合わせ 石川県能登半島地震復旧・復興推進部生活再建支援課 TEL： 076-225-1962 
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制度の名称 住まい再建・賃貸入居支援事業 

支援の種類 給付 

制度の内容 

●恒久的な住まいとして民間賃貸住宅に入居した際の敷金・礼金等の初期費用相当額を助成しま

す。 

●給付額 

一律20万円 

活用できる方 

●次のいずれかを満たし、恒久的な住まいとして県内の民間賃貸住宅に入居する世帯 

  1  半壊以上の被災をした世帯 

  2  敷地被害解体、長期避難世帯 

  3  応急仮設住宅等から供与期間内に退去した世帯 

お問い合わせ 災害時にお住まいの市町（市町により実施有無は異なる） 

 

制度の名称 住まい再建・公営住宅入居支援事業 

支援の種類 給付 

制度の内容 

●公営住宅・災害公営住宅に入居した際の照明・コンロなどの初期設備費用相当額を助成しま

す。 

●給付額 

一律10万円 

活用できる方 

●次のいずれかを満たし、恒久的な住まいとして県内の民間賃貸住宅に入居する世帯 

  1  半壊以上の被災をした世帯 

  2  敷地被害解体、長期避難世帯 

   3  応急仮設住宅等から供与期間内に退去した世帯 

お問い合わせ 災害時にお住まいの市町（市町により実施有無は異なる） 

 

制度の名称 住まい再建・転居費用支援事業 

支援の種類 給付 

制度の内容 

●応急仮設住宅等から恒久的な住まい（自宅、民間賃貸住宅、公営住宅）への転居、賃貸型応急

住宅から建設型応急住宅への転居の際の引っ越し費用を助成します。 

●給付額 

一律10万円 

活用できる方 

●次のいずれかを満たし、応急仮設住宅等から県内の恒久的な住まいへ転居する世帯、賃貸型

応急住宅から建設型応急住宅へ転居する世帯 

  1  半壊以上の被災をした世帯 

  2  敷地被害解体、長期避難世帯 

  3  応急仮設住宅等から供与期間内に退去した世帯 

お問い合わせ 災害時にお住まいの市町（市町により実施有無は異なる） 
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制度の名称 土砂災害特別警戒区域内の被災住宅再建支援事業 

支援の種類 補助 

制度の内容 

●住宅移転費支援事業 

土砂災害特別警戒区域内において、家屋被害で再建が必要となった方に対し早期再建と負担

軽減を図るため、住宅の移転・建替えに要する経費の一部を支援します。 

１.対象事業費 

 土砂災害警戒区域以外への移転に要する次に掲げる経費 

① 住宅除却費（危険住宅の除却、動産の移転経費等） 

② 移転経費（建築確認等手続費用、賃貸住宅の賃貸費（1年間）等） 

③ 住宅建設・購入費等（住宅建設・購入費、土地購入費、空き家等の改修費） 

２.事業対象区域（土砂災害特別警戒区域等） 

 以下の①及び②の土砂災害特別警戒区域等 

① 土砂災害防止法第９条第１項に規定する土砂災害特別警戒区域 

② 土砂災害防止法第４条第２項の規定により各市町長に通知した基礎調査の結果に基づく

土砂災害特別警戒区域 

3.事業の要件 

① 被災住宅を除却すること 

② 住宅の居住者が土砂災害警戒区域外に移転すること 

③ 移転先が石川県内であること 

4.その他 

 被災住宅の市町と移転先の市町が異なる場合は、原則、移転先の市町で補助金申請等の手

続きを実施すること（移転先の市町が補助金申請等の手続きが実施できない場合は、移転

元の市町で実施すること） 

●補助対象額 

300万円/件を上限とする。  

活用できる方 
●土砂災害特別警戒区域内の自己用住宅に区域指定前から居住し、令和６年能登半島地震によ

る被災者生活再建支援制度の対象となる被災者 

制度の内容 

●住宅補強費支援事業 

 土砂災害特別警戒区域内において、家屋被害で再建が必要となった方に対し早期再建と負担

軽減を図るため、住宅の現地建替えに要する経費の一部を支援します。 

１.対象事業費 

 現地（土砂災害特別警戒区域内）での建替え（部分建替えを含む）時に必要となる次に掲げ

る経費 

① 工事費用：建築基準法に規定された住宅補強工事に要する費用 

② 設計費用：住宅補強工事のための設計に要する費用 

2.事業対象区域（土砂災害特別警戒区域） 

 土砂災害防止法第９条第１項に規定する土砂災害特別警戒区域 

●補助率、補助対象額 

事業費の１/２、150万円/件を上限とする。 

活用できる方 
●土砂災害特別警戒区域内の自己用住宅に区域指定前から居住し、令和６年能登半島地震による

被災者生活再建支援制度の対象となる被災者で移転が困難な者 

お問い合わせ 災害時にお住まいの市町 
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制度の名称 住宅金融支援機構融資の返済方法の変更 

支援の種類 減免・猶予（延長・金利の引き下げ含む） 

制度の内容 

●地震、津波、噴火、暴風雨又は洪水により被害を受けたご返済中の被災者（旧住宅金融公庫

から融資を受けてご返済中の被災者を含む）に対して、返済方法を変更することにより被災者

を支援するものです。 

１．返済金の払込みの猶予：被災の程度に応じて、1～3年間 

２．払込猶予期間中の金利の引下げ：被災の程度に応じて、0.5～1.5％の金利引下げ 

３．返済期間の延長：被災の程度に応じて、1～3年 

 

※ 支援の内容は、災害発生前の収入額や災害発生後の収入予定額、自己資金額等を加味した

「り災割合」に応じて決まります。詳しくは住宅金融支援機構又はお取り扱いの金融機関に

ご相談ください。 

（参考）住宅金融支援機構ホームページ 

https://www.jhf.go.jp/loan/hensai/hisai.html 

活用できる方 

●以下のいずれかに該当し、被災後の収入が機構で定める基準以下となる見込みの方が対象

です。 

１．融資住宅等が損害を受け、その復旧に相当の費用が必要な方 

２．債務者又は家族が死亡・負傷したために、著しく収入が減少した方 

３．商品、農作物その他の事業財産又は勤務先が被害を受けたため、著しく収入が減少した方 

お問い合わせ 独立行政法人住宅金融支援機構 お客さまコールセンター ０１２０－０８６－３５３ 

 

制度の名称 災害復興住宅融資（建設・購入・補修） 

支援の種類 貸付（融資） 

制度の内容 

(独立行政法人住

宅金融支援機構

の場合) 

●自然災害により被害が生じた住宅の所有者又は居住者で、地方公共団体から「り災証明書」

を交付されている方が、住宅を建設・購入・補修をする場合に受けられる融資です。 

●融資金利（令和6年11月1日現在：金利は毎月改定します） 

 【利率】 

基本融資額 年1.04％～1.48％（保険加入条件等による） 

●融資限度額  

建設の場合 
土地を取得する場合  5,500万円 

土地を取得しない場合 4,500万円 

購入の場合 5,500万円 

補修の場合 2,500万円 

※令和6年3月1日の申込受理分から融資限度額が引き上げになりました。 

（注）その他詳細については独立行政法人住宅金融支援機構ホームページ 

（https://www.jhf.go.jp/loan/yushi/info/saigai.html）又は下記のお問い合わせ先に 

ご確認ください。 

活用できる方 

●ご自分が居住するため又はり災した親等が住むための住宅を建設される方で、住宅が全壊、大

規模半壊、中規模半壊又は半壊した旨の「り災証明書」の発行を受けた方が対象です。 

※補修に限り、準半壊又は一部損壊の方も対象になります。  

お問い合わせ 独立行政法人住宅金融支援機構 お客さまコールセンター ０１２０－０８６－３５３ 
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制度の名称 母子父子寡婦福祉資金 

支援の種類 貸付（融資） 

制度の内容 

●災害により被害を受けた住宅の補修、保全、増築、改築等に必要な経費の貸付を行います。 

 

 

 

  

 

●転宅のために必要な経費の貸付を行います。 

 

活用できる方 ●住宅が全壊・半壊、流出、床上浸水等の被害を受けた母子・父子・寡婦世帯が対象です。 

お問い合わせ 
・県保健福祉センター地域支援課（町にお住まいの方） 

・市福祉事務所（市にお住まいの方） 

貸付限度額 26万円以内 

貸付利率 年1.0％（連帯保証人がいる場合は無利子） 

 

貸付限度額 200万円以内（通常の限度額150万円に、災害による場合50万円を加算） 

貸付利率 年1.0％（連帯保証人がいる場合は無利子） 
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●お金に関すること 

 

  

制度の名称 被災者生活再建支援制度 

支援の種類 給付 

制度の内容 

●災害により居住する住宅が全壊するなど、生活基盤に著しい被害を受けた世帯に対して支援

金を支給します。 

●支給額は、下記の2つの支援金の合計額になります。 

 ①住宅の被害程度に応じて支給する支援金（基礎支援金） 

 ②住宅の再建方法に応じて支給する支援金（加算支援金） 

（世帯人数が1人の場合は、各該当欄の金額が3/4になります。） 

 ①基礎支援金 ②加算支援金 
計①＋② 

（住宅の被害程度） （住宅の再建方法） 

全壊 

解体 

長期避難 

 

100万円 

建設・購入  200万円 300万円 

補  修  100万円 200万円 

 賃  借    50万円 150万円 

 

大規模半壊 

 

50万円 

建設・購入  200万円 250万円 

 補  修  100万円 150万円 

賃  借    50万円 100万円 

 

中規模半壊 

 

― 

建設・購入  100万円 100万円 

補  修    50万円 50万円 

賃  借    25万円 25万円 

 

半壊 

 

― 

建設・購入  100万円 100万円 

補  修    50万円 50万円 

賃  借    25万円 25万円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※支援する支援金の上限は、合計300万円（全壊の場合） 

※一旦住宅を賃借した後、自ら居住する住宅を建設・購入（又は補修）する場合は、 

合計で200（又は100）万円 

※中規模半壊以上の支援は国制度、半壊世帯の支援は県・市町制度となります。 

●支援金の使途は限定されませんので、何にでもお使いいただけます。 

詳しくは、内閣府の防災情報のホームページ 

https://www.bousai.go.jp/taisaku/seikatsusaiken/shiensya.html 

「被災者生活再建支援法の概要」を参照してください。 

●市町により支援金が上乗せされる場合があります。 

活用できる方 

●住宅が自然災害により全壊（※）又は大規模半壊、中規模半壊、半壊した世帯が対象です。

また、一部市町において、準半壊や一部損壊した世帯も対象となる場合があります。 

（※）下記の世帯を含みます。 

■住宅が半壊し、又は住宅の敷地に被害が生じた場合で、当該住宅の倒壊防止、居住する

ために必要な補修費等が著しく高額となること、その他これらに準ずるやむを得ない事由

により、当該住宅を解体し、又は解体されるに至った世帯 

■自然災害による危険な状況が継続し、長期にわたり住宅が居住不能になった世帯（長期

避難世帯） 

●被災時に現に居住していた世帯が対象となりますので、空き家、別荘、他人に貸している物

件などは対象になりません。 

※県内の全市町対象 

お問い合わせ 災害時にお住まいの市町 
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制度の名称 生活福祉資金制度による貸付（緊急小口資金貸付）※特例措置あり 

支援の種類 貸付（融資） 

制度の内容 

●被災により当座の生活費を必要とする世帯に貸付を行う。 

 

 

 

※次に掲げる特に必要と認められる場合には、20万円以内とする。 

（1）世帯員の中に死亡者がいるとき 

（2）世帯員に要介護者がいるとき 

（3）世帯員が4人以上いるとき 

（4）前各号に掲げるもののほか、重傷者・妊産婦・学齢児童がいる世帯等で特に県社会福祉協

議会理事長が認めるとき 

●このほか、生活福祉資金には、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活

資金があります。詳しくは、県社会福祉協議会またはお住まいの地域の市町社会福祉協議会

にご相談ください。 

活用できる方 令和6年能登半島地震により当座の生活費を必要とする世帯（低所得世帯に限らない） 

お問い合わせ 
・県社会福祉協議会（電話０７６－２０８－３５０３） 

・お住まいの市町の社会福祉協議会 

 

  

制度の名称 地域福祉推進支援臨時特例給付金 

支援の種類 給付 

制度の内容 

●能登地域6市町（七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町）において、半壊以上の

被災をした世帯に、給付金を支給 

●支援内容 家財等支援   ：最大100万円 （家財50万円＋自動車50万円） 

      住宅再建支援：最大200万円 （賃借の場合：最大100万円）    ※実費を勘案 

 

 

 

  

 

 

     ※長期避難世帯、敷地被害解体世帯含む 

活用できる方 

●能登地域6市町（七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町）において、半壊以上の

被災をした、 

 ・高齢者や障害者のいる世帯 

 ・資金の借入や返済が容易でないと見込まれる世帯 

         ①住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯、②家計急変世帯、 

③児童扶養手当受給世帯、④離職・廃業した人がいる世帯、 

⑤一定のローン残高がある世帯 

お問い合わせ 地域福祉推進支援臨時特例給付金運営事務局   TEL ０７６-２２５-１９５６ 

貸付限度額 原則10万円、以下の場合20万円以内※ 

貸 付 利 率 無利子 
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制度の名称 生活福祉資金制度による貸付（福祉資金住宅補修費・災害援護費）※特例措置あり 

支援の種類 貸付（融資） 

制度の内容 

●以下の費用に対し、貸付を行う。 

 

 

 

●連帯保証人がいる場合は無利子 

 連帯保証人がいない場合は年1.5％の利子 

●このほか、生活福祉資金には、総合支援資金、福祉資金、教育支援資金、不動産担保型生活

資金があります。詳しくは、県社会福祉協議会またはお住まいの地域の市町社会福祉協議会

にご相談ください。 

活用できる方 

以下のどちらにも該当する方 

①令和６年能登半島地震により被災した方 

②低所得世帯・障害者世帯・高齢者世帯のいずれかに該当する方 

※世帯により所得制限あり 

お問い合わせ 
・県社会福祉協議会（電話０７６－２０８－３５０３） 

・お住まいの市町の社会福祉協議会 

 

制度の名称 災害弔慰金 

支援の種類 給付 

制度の内容 

●災害により死亡された方のご遺族に対して、災害弔慰金の支給等に関する法律に基づき、災

害弔慰金を支給します。 

●災害弔慰金の支給額は次のとおりです。 

・生計維持者が死亡した場合：市町条例で定める額（500万円以下）を支給 

・その他の者が死亡した場合：市町条例で定める額（250万円以下）を支給 

活用できる方 

●災害により死亡した方のご遺族です。 

●支給の範囲・順位 

・１．配偶者，２．子，３．父母，４．孫，５．祖父母 

・上記のいずれも存在しない場合には兄弟姉妹（死亡した者の死亡当時その者と同居し、又

は生計を同じくしていた者に限る） 

※県内の全市町対象 

お問い合わせ 災害時にお住まいの市町 

 

  

住宅補修費 最大250万円 住宅の補修、修理 

災害援護費 最大150万円 破損した家具等の購入・修理、新住居への転居 
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制度の名称 災害障害見舞金 

支援の種類 給付 

制度の内容 

●災害による負傷、疾病で精神又は身体に著しい障がいが出た場合、災害弔慰金の支給等に関

する法律に基づき、災害障害見舞金を支給します。 

●災害障害見舞金の支給額は次のとおりです。  

・生計維持者が重度の障がいを受けた場合：市町条例で定める額（250万円以下）を支給 

・その他の者が重度の障がいを受けた場合：市町条例で定める額（125万円以下）を支給 

活用できる方 

●災害により精神又は身体に重度の障がいを受けた方 

① 両眼が失明した方 

② 咀嚼及び言語の機能を廃した方 

③ 神経系統の機能又は精神に著しい障がいを残し、常に介護を要する方 

④ 胸腹部臓器の機能に著しい障がいを残し、常に介護を要する方 

⑤ 両上肢をひじ関節以上で失った方 

⑥ 両上肢の用を全廃した方 

⑦ 両下肢をひざ関節以上で失った方 

⑧ 両下肢の用を全廃した方 

⑨ 精神又は身体の障がいが重複する場合における当該重複する障がいの程度が前各号と同

程度以上と認められる方 

※県内の全市町対象 

お問い合わせ 災害時にお住まいの市町 

 

制度の名称 災害等遺児すこやか資金 

支援の種類 給付 

制度の内容 
●交通災害等による遺児を養育する方に対し、一時金を支給するものです。 

●遺児1人につき、5万円を支給します。 

留意事項 

●石川県内に居住する遺児と生計を一にする父母等 

・遺児…中学生以下のお子さんで、生計を一にする父若しくは母又は父及び母以外の扶養者を交通

災害等で失った方 

・交通災害等…地震や水害等の天災、交通事故、労働災害 

なお、申請期限が遺児となって1年以内となっておりますので、ご注意ください。 

お問い合わせ 

（小松市、加賀市、川北町 に住民票がある方） 

南加賀保健福祉センター地域支援課        TEL ０７６１-２２-０７９２ 

（金沢市、かほく市、白山市、野々市市、津幡町、内灘町 に住民票がある方） 

  石川中央保健福祉センター福祉相談部地域支援課  TEL ０７６-２８９-２２０２ 

（七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町 に住民票がある方） 

  能登中部保健福祉センター地域支援課       TEL ０７６７-５３-６８９１ 

（輪島市、珠洲市、穴水町、能登町  に住民票がある方） 

能登北部保健福祉センター地域支援課       TEL ０７６８-２２-４１４９ 
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制度の名称 生活保護 

支援の種類 給付（現物給付含む） 

制度の内容 

●生活に困窮している方に、最低生活の保障と自立の助長を図ることを目的に、困窮の程度に

応じて必要な保護を行うものです。 

●生活保護は、資産、能力等あらゆるものを活用することを前提として必要な保護が行われま

す。また、扶養義務者による扶養は保護に優先されます。 

●必要な生活費は、年齢、世帯の人数等により定められており（最低生活費）、最低生活費以

下の収入の場合に生活保護を受給できます。なお、保護の基準は、厚生労働大臣が設定しま

す。 

活用できる方 ●資産や能力等すべてを活用した上でも生活に困窮する方が対象です。 

お問い合わせ お住まいの自治体の福祉事務所（市部では市の福祉事務所、町部では県の保健福祉センター） 

 

  

制度の名称 母子父子寡婦福祉資金 

支援の種類 貸付（融資） 

制度の内容 

●母子父子寡婦福祉資金とは、母子家庭や父子家庭、寡婦を対象に、経済的な自立と生活の安定

を図るために必要な経費の貸付を行うものです。 

●災害により被災した母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の方に、償還金の支払猶予などの特別措

置を行います。 

活用できる方 

●母子福祉資金（以下のいずれかに該当する方が対象です。） 

１．母子家庭の母（配偶者のない女子で現に児童を扶養している方） 

２．母子・父子福祉団体（法人） 

３．父母のいない児童（20歳未満） 

●父子福祉資金（以下のいずれかに該当する方が対象です。） 

１．父子家庭の父（配偶者のない男子で現に児童を扶養している方） 

２．母子・父子福祉団体（法人） 

３．父母のいない児童（20歳未満） 

●寡婦福祉資金（以下のいずれかに該当する方が対象です。） 

１．寡婦（かつて母子家庭の母であった方） 

２．40歳以上の配偶者のいない女子であって、母子家庭の母及び寡婦以外の方 

お問い合わせ 
・県保健福祉センター地域支援課（町にお住まいの方） 

・市福祉事務所（市にお住まいの方） 
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制度の名称 雇用保険の失業等給付 

支援の種類 給付 

制度の内容 

●労働者が失業してその所得の源泉を喪失した場合等に、生活及び雇用の安定並びに就職の促

進のために、求職者給付、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付を一定の要件を満た

した方に支給します。 

●災害により雇用される事業所が休業することとなったため、一時的な離職又は休業を余儀な

くされた方に雇用保険の基本手当を支給する特例措置を実施します。 

活用できる方 

●激甚災害法の指定地域内の事業所が災害により事業を休止・廃止した場合に休業手当が支払

われない方については、実際に離職していなくとも基本手当を受給できます。 

●激甚災害法の指定地域及びその隣接する地域内の事業所が災害により事業を休止・廃止した

ために一時的に離職した方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であって

も基本手当を受給できます。 

※事業所が令和6年奥能登豪雨により直接被害を受け、勤務していた方が一時的に離職した場合

に雇用保険の基本手当を受給できる特例措置があります。一時的に離職した方については事

業再開後の再雇用が予定されている場合であっても基本手当を受給できます。 

お問い合わせ 
石川労働局 職業安定部 職業安定課 

お近くのハローワーク（公共職業安定所） 

 

制度の名称 国の教育ローン 

支援の種類 貸付（融資） 

制度の内容 

●入学資金・在学資金等の教育資金を融資するものです。 

●貸付限度額等は次のとおりです。 

 

 

 

 

 

※金利については株式会社日本政策金融公庫にご確認ください。 

活用できる方 ●世帯の年収（所得）に関する上限額の設定（所得制限）あり 

お問い合わせ 株式会社日本政策金融公庫 教育ローンコールセンター 電話０５７０－００８６５６ 

 

制度の名称 高等学校等就学支援金（家計急変支援） 

支援の種類 給付 

制度の内容 
●被災により就労が困難となる等、従前得ていた収入を得ることができない場合に、高校の授業

料を支援します。（実質的に授業料が無償になります。） 

活用できる方 ●被災により、世帯年収が概ね590万円未満相当に減少した世帯 

お問い合わせ 各学校、県教育委員会事務局庶務課 ０７６－２２５－１８１７ 

 

  

貸 付 限 度 額 学生・生徒１人あたり350万円以内 

対 象 経 費 学校納付金，受験にかかった費用，教科書代，定期代，下宿代等 

保 証 人 等 
（公財）教育資金融資保証基金または連帯保証人（学生・生徒の４親等以内 

の親族（学生・生徒の配偶者は除く）に限る）が必要 
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制度の名称 教育費負担軽減奨学金（家計急変支援） 

支援の種類 給付 

制度の内容 

●被災により就労が困難となる等、従前得ていた収入を得ることができない場合に、高校等の
授業料以外の教育費負担を軽減するため、返済不要の奨学金を給付します。 

  全日制高校：122,100～143,700円／年を月割して支給 
  通信制・専攻科：50,500円／年を月割りして支給 
  上記の他、制服を再度購入する必要がある場合：64,800円を支給 

活用できる方 ●被災により、住民税所得割が非課税（0円）相当に減少した世帯 

お問い合わせ 各学校、県教育委員会事務局庶務課 ０７６－２２５－１８１７ 

 

制度の名称 石川県育英資金の貸与型奨学金（緊急採用） 

支援の種類 貸与 

制度の内容 
●災害等により 、家計が急変した生徒・学生に対して、緊急採用奨学金の貸与を実施します。 

貸与額 公立高校  自宅通学 18,000円／月  自宅外通学 23,000円／月 

     私立高校  自宅通学 30,000円／月  自宅外通学 35,000円／月 など 

活用できる方 ●災害等により世帯の家計の収入・支出が著しく急変した生徒・学生 

お問い合わせ 各学校（奨学金担当窓口）、県教育委員会事務局庶務課 ０７６－２２５－１８１６ 

 

制度の名称 被災生徒通学費給付金 

支援の種類 給付 

制度の内容 
●学校や通学路、自宅の損壊等により、通学の方法を変更された生徒に対して、定期券の購入

費等の通学費を給付します。 

活用できる方 

●被災により、通学の方法を変更し新たに通学費が発生した生徒 

   （例1：学校が損壊し、通学先が変更となった） 

   （例2：自宅が損壊し、避難先から通学することになった） 

お問い合わせ 

・市町立学校については、市町教育委員会 

・県立学校については、通学されている各学校 

県教育委員会事務局庶務課 ０７６－２２５－１９５７ 

 

制度の名称 大学生等を対象とする奨学金の緊急採用等 

支援の種類 貸付・給付・返還猶予 

制度の内容 

●災害等により家計が急変した学生・生徒に対する、給付型奨学金・貸与型奨学金の採用、災

害等により奨学金の返還が困難となった方への減額返還・返還期限の猶予、居住する住宅に

半壊以上等の被害を受けた学生・生徒に対する支援金の支給を行います。 

※申込期限は、家計急変事由の発生が進学前の場合は進学後３か月以内、進学後の場合は事由

発生から12か月以内となっています。 

※具体的な基準や減免額などは、JASSO又は学校にお問い合わせください。 

活用できる方 ●大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校（専門課程）の学生・生徒 

お問い合わせ 
・独立行政法人 日本学生支援機構（JASSO） ０３－６７４３－６０１１ 

・在籍する各学校（奨学金担当窓口） 
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制度の名称 令和６年(2024年)能登半島地震に係る高等学校等奨学生募集 

支援の種類 給付 

制度の内容 
●能登半島地震で被災された生徒に学資を給付し、生徒の教育の継続と、併せて住民福祉の向

上に努めることを目的として、奨学金給付を行います。 

給付額 10,000円／月 

活用できる方 

●2024年10月1日現在、次の高等学校・特別支援学校に在籍している生徒で、自宅が罹災した

者。 

 穴水高校・能登高校・門前高校・輪島高校・輪島高校（定時制）・日本航空高校石川・ 

 飯田高校・七尾特別支援学校輪島分校（高等部）・七尾特別支援学校珠洲分校（高等部） 

お問い合わせ 各学校（奨学金担当窓口）、(一財)石川県労働者信用基金協会 ０７６－２６１－４３４７ 
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●税金に関すること 

制度の名称 市町村税の減免措置等 

支援の種類 減免・納税の猶予・申告・納付などの期限の延長 

概要 

●税の減免 

災害により被害を受けられた場合、被災納税者の市町村税 (個人住民税、固定資産税など)に

ついて、減免を受けられる場合があります。 

●納税の猶予 

災害により被害を受け、一時的に納付することが困難な場合は、申請により被災納税者の市

町村税について、納税の猶予を受けることができます。 

●申告・納付などの期限の延長 

災害などの理由により申告、納付などをその期限までにできない場合、申告期限又は納期限

が延長されます。これには、市町村が告示を行い一律に期限が延長されている場合と市町村

への申請により延長が認められる場合があります。 

ただし、石川県又は富山県に住所や主たる事務所又は事業所をお持ちの方については、令和6

年1月1日から令和6年7月31日までの間に到来する全ての申告・納付等の期限が、自動的に

延長されていますので申請は不要です。 

期限をいつまで延長するかについては、後日改めて市町村が告示で定めます。 

活用できる方 ●災害によりその財産等に被害を受けた方のうち、一定の要件を満たす方が対象となります。 

お問い合わせ 災害時にお住まいの市町 

 

 

  

制度の名称 県税の減免措置等 

支援の種類 減免・納税の猶予・申告・納付などの期限の延長 

制度の内容 

 ●税の減免 

災害により被害を受けられた場合、被災納税者の県税（自動車税（種別割・環境性能割）、

不動産取得税、個人事業税）について、減免を受けられる場合があります。 

●納税の猶予 

災害により被害を受け、一時的に納付することが困難な場合は、申請により被災納税者の県

税について、納税の猶予を受けることができます。 

●申告、納付などの期限の延長 

災害などの理由により申告、納付などをその期限までにできない場合、申請により災害がや

んだ日から2か月以内を限度に、期限が延長されます。 

ただし、七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町に住所や主たる事

務所又は事業所をお持ちの方については、一部の税目を対象に、引き続き期限

を延長しております。詳しくは、県税務課のホームページをご覧ください。  

（県ホームページ） 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/zei/oshirase/korona_entyou.html 

活用できる方 ●災害によりその財産等に被害を受けた方のうち、一定の要件を満たす方が対象となります。 

お問い合わせ 

○最寄りの県税事務所 

・県小松県税事務所（小松市、加賀市、能美市、川北町）         0761-23-1713 

・県金沢県税事務所（金沢市、かほく市、白山市、野々市市、津幡町、内灘町） 

 076-263-8831 

・県中能登総合事務所（七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町）0767-52-6112 

・県奥能登総合事務所（輪島市、珠洲市、穴水町、能登町）           0768-26-2304 

○県庁総務部税務課                            076-225-1271 
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制度の名称 国税の減免措置等 

支援の種類 減免・猶予（延長・金利の引き下げ含む） 

制度の内容 

●申告などの期限の延長 

災害などの理由により申告、納付などをその期限までにできない場合、その理由のやんだ日

から2か月以内の範囲でその期限が延長されます。これには、国税庁長官が申告・納付などの

期限を延長する地域と期日を定めて告示することで、その告示の期日まで申告・納付などの

期限が延長される場合（地域指定）と、所轄税務署長に申告・納付などの期限の延長を申請

し、その承認を受けることにより延長される場合（個別指定）とがあります。 

七尾市・志賀町以北の地域に納税地を有する方については、引き続き期限を延長していま

す。期限をいつまで延長するかについては、後日改めて告示で定めます。 

●納税の猶予 

災害などにより被害を受けた場合、税務署長に申請をすることにより、納税の猶予を受ける

ことができます。 

●予定納税の減額 

所得税の予定納税をされる方が災害により損失を受けた場合、税務署長に申請をすることに

より、災害が発生した後に納期限の到来する予定納税について、減額を受けることができま

す。 

●給与所得者の源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予など 

災害により住宅や家財などに損害を受けた場合、給与所得者が税務署長に申請（一定のもの

についてはその支払者を経由して税務署長に申請）をすることにより所得金額の見積額に応

じて源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予や還付を受けることができます。 

●所得税の軽減 

災害により住宅や家財などに損害を受けた場合、確定申告で、1.所得税法に定める雑損控除

の方法、2.災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶこと

によって、所得税の全部又は一部を軽減することができます。 

活用できる方 

●申告などの期限の延長については、災害によりその期限までに申告、納付などをすることが

できないと認められる方が対象です。 

●納税の猶予については、納税者（源泉徴収義務者を含みます）で災害により全積極財産の概

ね1/5以上の損失を受けた方又は災害などにより被害を受けたことに基づき国税を一時に納付

することができないと認められる方など一定の要件を満たす方が対象です。 

●予定納税の減額については、所得税の予定納税をされる方で災害により損失を受け、その年

の税額が前年より減少することが見込まれる方が対象です。 

●給与所得者の源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予については、災害による住宅や家財

の損害額がその住宅や家財の価額の1/2以上で、かつ、その年分の所得金額の見積額が1,000

万円以下である方などが対象です。 

●雑損控除については、災害により生活に通常必要な資産に損害を受けた方、災害に関連して

やむを得ない支出（災害関連支出）をした方が対象です。また、所得税についての災害減免

法に定める税金の軽減免除については、損害額が住宅や家財の価額の1/2以上で、被害を受け

た年分の所得金額が 1,000万円以下の方が対象です。 

お問い合わせ お近くの税務署 
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●減免・免除等に関すること 

制度の名称 児童福祉施設（保育所・認定こども園を除く）に係る入所者負担額の減免 

支援の種類 減免 

制度の内容 
●児童養護施設、乳児院等の児童福祉施設（保育所を除く）の入所者負担額の減免が講じられ

ることがあります。 

お問い合わせ 
・児童養護施設、乳児院等については、措置決定した児童相談所 

・母子生活支援施設については、入所決定した各保健福祉センター又は市 

 

制度の名称 社会福祉施設入所・通所に係る利用者負担額の減免 

支援の種類 減免 

制度の内容 
●障害者支援施設、介護保険施設、養護老人ホーム等の社会福祉施設の利用者負担額の減免が

講じられることがあります。 

お問い合わせ 
・障害者支援施設、介護保険施設、養護老人ホームについては、お住まいの市町へ 

・軽費老人ホーム（A型，ケアハウス）については、各施設へ お問い合わせください。 

 

制度の名称 障害福祉サービス、補装具費及び地域生活支援事業の利用者負担額の減免措置等 

支援の種類 減免・支払猶予 

制度の内容 

●災害等による収入の減少などの特別な理由により、障害福祉サービス（介護給付費、訓練給

付費）、補装具費等に要する費用の利用者負担額の猶予・減免措置が講じられることがあり

ます。 

活用できる方 ●対象者については、市町が定めることになります。 

お問い合わせ お住まいの市町 

 

 

制度の名称 障がい者の自立支援医療費の利用者負担額の減免措置（精神通院医療） 

支援の種類 減免 

制度の内容 
●災害等による収入の減少などの特別な理由により、自立支援医療費（精神通院医療）の負担

額が免除されることがあります。 

活用できる方 

●対象者 

医療機関等の窓口で、次の1～5のいずれかに該当する旨を申告した被保険者 

1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をした者 

2)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った者 

3)主たる生計維持者の行方が不明である者 

4)主たる生計維持者が業務を廃止し、又は休止した者 

5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない者 

お問い合わせ お住まいの市町 

 

制度の名称 障がい者の自立支援医療費の利用者負担額の減免措置等 

支援の種類 減免・支払猶予 

制度の内容 
●災害等による収入の減少などの特別な理由により、自立支援医療費（育成医療・更生医療）

の負担額の猶予・減免措置が講じられることがあります。 

活用できる方 ●対象者については、市町が定めることになります。 

お問い合わせ お住まいの市町 
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制度の名称 医療保険、介護保険の保険料(税)・窓口負担等の減免措置等 

支援の種類 減免・支払猶予 

制度の内容 

●医療保険、介護保険の保険料(税)・窓口負担等について、減免措置等が講じられます。 

活用できる方 

●災害による住家の全半壊や主たる生計維持者の収入の減少などの特別な理由により、保険料

（税）・窓口負担等の支払いが困難と認められる方 

●保険者によって取扱いが異なりますので、ご加入の医療保険制度保険者や市町にご確認くだ

さい。 

お問い合わせ 
・健康保険組合、全国健康保険協会、お住まいの市町（国民健康保険・介護保険）、国保組

合、共済組合などご加入の各医療保険者・介護保険者の窓口 

・後期高齢者医療制度については、お住まいの市町又は石川県後期高齢者医療広域連合の窓口 

 

制度の名称 保育所・認定こども園の保育料の減免 

支援の種類 減免 

制度の内容 ●保育所等の保育料の減免が講じられることがあります。 

活用できる方 ●災害による被害を受け、保育料を負担することが困難であると認められる保護者 

お問い合わせ お住まいの市町又は避難先の市町 

 

制度の名称 放課後児童クラブの利用料の減免 

支援の種類 減免 

制度の内容 ●放課後児童クラブの利用料の減免が講じられることがあります。 

活用できる方 ●災害による被害を受け、利用料を負担することが困難であると認められる保護者 

お問い合わせ お住まいの市町又は避難先の市町 

 

制度の名称 児童扶養手当等の特例措置 

支援の種類 要件緩和 

制度の内容 

●被災者に対する児童扶養手当・特別児童扶養手当・特別障害者手当・障害児福祉手当につい

て、所得制限の特例措置を講じます。 

●災害により住宅や家財等の財産についてその価格の概ね1/2以上の損害を受けた場合、所得

制限の適用を除外します。 

活用できる方 ●各手当受給者世帯 

お問い合わせ 
・児童扶養手当については、県少子化対策監室 ０７６－２２５－１４２１ 

・その他の手当については、お住まいの市町 

 

  

国民健康保険及び後期高齢者医療

制度の保険料(税)及び窓口負担の

減免・支払猶予 

国民健康保険及び後期高齢者医療制度の保険料(税)につ

いて減免・支払猶予措置や、窓口負担について減免措置

が講じられる場合があります。 

健康保険等の窓口負担の減免 健康保険等の窓口負担について減免措置が講じられる場

合があります。 

介護保険料及び利用料の減免・支

払猶予 

介護保険料について減免・支払猶予措置や、利用料につ

いて減免措置が講じられる場合があります。 
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制度の名称 小・中学生の就学援助措置 

支援の種類 給付・還付 

制度の内容 
●被災により、就学が困難な児童・生徒の保護者に対して、就学に必要な学用品費、校外活動

費、学校給食費等を援助します。 

活用できる方 ●被災により、就学が困難となった児童・生徒の保護者 

お問い合わせ お住まいの市町教育委員会、通学されている学校 

 

制度の名称 県立高等学校授業料等減免措置 

支援の種類 減免 

支援の内容 
●保護者が災害により損害を受けた生徒に対して、授業料の減免、入学手数料及び入学検定手

数料の免除をします。 

活用できる方 ●災害その他特別の事情のある場合において減免を必要とすると認められる方が対象です。 

お問い合わせ 県教育委員会事務局庶務課 ０７６－２２５－１８１７ 

 

制度の名称 石川県育英資金返還猶予 

支援の種類 猶予 

支援の内容 
●災害等により奨学金の返還が困難となった場合、相当の期間、返還を猶予することができま

す。 

活用できる方 ●災害等によって返還が困難となった方が対象です。 

お問い合わせ 県教育委員会事務局庶務課 ０７６－２２５－１８１６ 

 

制度の名称 私立高等学校授業料等減免措置 

支援の種類 減免 

支援の内容 
●災害等により家計が急変した等の理由により授業料等の納付が困難な生徒を対象に、私立高

等学校等において授業料等の減額、免除を行います。 

活用できる方 ●各学校において、減免等を必要とすると認める方が対象です。 

お問い合わせ 在籍する各学校 

 

制度の名称 大学等授業料等減免措置 

支援の種類 減免・猶予 

制度の内容 
●災害により、家計が急変するなどした学生・生徒を対象に、一部の学校（大学、短期大学、

大学院、高等専門学校）において、入学検定料や入学金、授業料の減免等を行います。 
※具体的な基準や減免額などは、学校ごとに異なります。 

活用できる方 ●各大学等において、減免等を必要とすると認める方が対象です。 

お問い合わせ 在籍する各学校（授業料担当窓口） 

 

  



25 

 

制度の名称 パスポート手数料の免除 

支援の種類 手数料の免除 

制度の内容 

●被災された方が次の要件に該当する場合は、申請時の申し出によりパスポートの発給手数料

が免除されます。（※）窓口申請での受付になります。（オンライン申請はできません） 

●要件（下記①～②をともに満たすこと） 

①全壊、半壊、床上浸水の被害を受けた方 

②災害救助法もしくは被災者生活再建支援法の適用市町(※)に住民票を有している、又は被

災当時に被災地に住民票を有していた方 (※)令和6年能登半島地震：県内全域が対象、令

和６年奥能登豪雨：七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町、鳳珠郡能登

町が対象 

●減免期間：令和６年能登半島地震は令和6年1月1日から原則1年 

      令和６年奥能登豪雨は令和６年9月21日から原則1年 

●申請に必要な書類 

(1)全壊、半壊、床上浸水の被災事実を証明する罹災証明書の原本 

(2)住民票の写し又は戸籍の附票（災害発生時の居住地を証明する書類） 

(3)その他、通常の申請と同様 

●免除される金額：全額免除  

  10年間の旅券（16,000円）、5年間の旅券（11,000円）など 

   

 

※申請方法等、その他詳細については、以下の石川県ホームページでご確認いただくか、下記

のお問い合わせ先にご連絡ください。 

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kokusai/passport/daikibosaigai.html  

活用できる方 令和6年能登半島地震または令和6年奥能登豪雨により被害を受け、上記要件に該当する方 

お問い合わせ 石川県パスポートセンター（TEL０７６－２２３－９１０９） 
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（事業者向け） 

●商工関係 

制度の名称 令和6年能登半島地震特別貸付 

支援の種類 貸付（融資） 

制度の内容 

●令和6年能登半島地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者等に対して、日本政策金融

公庫が「令和6年能登半島地震特別貸付」を実施します。 

①直接被害を受けた中小企業・小規模事業者 

  ○金利 当初3年間：基準利率（災害）▲0.9％ 

     （▲0.9％の限度額：中小企業事業 1億円、国民生活事業 3千万円） 

     ※4年目以降及び上記限度額を超える分：基準利率（災害）▲0.5％ 

     （金利引下げは、罹災証明書等が必要） 

  ○貸付期間 最大20年（設備）、最大15年（運転）（据置期間：最大5年） 

  ○限度額 中小企業事業 3億円（別枠）、国民生活事業 6千万円（上乗せ） 

 

②直接被害を受けた事業者の事業活動に依存し、間接被害を受けた中小企業・小規模事業者 

  ○金利 基準利率（災害） 

○貸付期間 最大20年（設備）、最大15年（運転）（据置期間：最大5年） 

 ○限度額 中小企業事業 3億円（別枠）、国民生活事業 6千万円（上乗せ） 

 

③上記①、②以外で、今般の地震の影響により、業況が悪化している中小企業・小規模事業

者（風評被害による影響を受けた中小企業・小規模事業者を含む） 

  ○金利 基準利率 

○貸付期間 最大20年（設備）、最大15年（運転）（据置期間：最大5年） 

    ○限度額 中小企業事業 7.2億円（別枠）、国民生活事業 4.8千万円（別枠） 

 

※なお、商工組合中央金庫においても、被害にあわれた中小企業に融資を行います。 

活用できる方  ●中小企業・小規模事業者等 

お問い合わせ 

国民生活事業 株式会社日本政策金融公庫 金沢支店,小松支店 

中小企業事業 株式会社日本政策金融公庫 金沢支店 

商工組合中央金庫 金沢支店 
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制度の名称 雇用調整助成金の特例措置 

支援の種類 給付 

制度の内容 

●災害に伴う経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的に休

業、教育訓練又は出向を行い労働者の雇用の維持を図った場合に、事業主が支払う休業手

当、賃金等の一部を助成します。 

●特例の内容は、次のとおりです。 

  本特例は、休業等の初日が令和6年1月1日から令和6年6月30日までの間にあり、災害に伴

う経済上の理由により休業等を行う事業主に対して適用されます。 

①生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します。 

②災害発生時に起業後1年未満の事業主についても助成対象とします。 

③最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。 

④過去に雇用調整助成金を受給していた事業主に対する受給制限を廃止します。 

(1) 通常、支給日数は3年間で通算150日までのところ、今回の特例の対象となった休業

又は教育訓練（以下「休業等」という。）については、この制限は適用しません。 

(2) 前回の対象期間の満了日の翌日から1年を経過していなくても助成対象とします。 

⑤雇用保険被保険者期間が6か月未満の労働者についても助成対象とします。 

⑥休業等又は出向を実施した場合の助成率を、大企業については1/2から2/3へ、中小企業

については2/3から4/5へ引き上げます。 

【以下は新潟、富山、石川、福井の各県内の事業所が対象】 

⑦対象労働者の所定労働日数に対する休業等の延日数の割合（休業等規模要件）について、

大企業1/15以上、中小企業1/20以上としていましたが、これを大企業1/30以上、中小企

業1/40以上に緩和します。 

⑧支給日数を「1年間で100日」から「1年間で300日」に延長します。 

⑨残業相殺制度を撤廃します（支給要領の改正事項） 

※本助成金（特例措置）を申請後、事業再開した事業所であって、令和6年奥能登豪雨により

再度従業員を休業させることとなった場合は、本助成金（特例措置）を再び活用ができる場

合があります。詳細は下記までお問い合わせください。 

 ※これまで本助成金（特例措置）を活用することはなかったが、令和6年奥能登豪雨により従

業員を休業させることとなった場合は、通常の雇用調整助成金が活用できる場合がありま

す。制度の内容は上記と異なるため、詳細は下記までお問い合わせください。 

活用できる方 

●災害に伴う「経済上の理由」により、休業等を余儀なくされた事業所の事業主が対象です。 

※経済上の理由例 

・ 取引先の浸水被害等のため、原材料や商品等の取引ができない場合 

・ 交通手段の途絶により、来客がない、従業員が出勤できない、物品の配送ができない場合 

・ 電気・水道・ガス等の供給停止や通信の途絶により、営業ができない場合 

・ 風評被害により、観光客が減少した 場合 

・ 施設、設備等の修理業者の手配や修理部品の調達が困難で、早期の修復が不可能な場合 

お問い合わせ 
石川労働局 職業安定部 職業対策課 

お近くのハローワーク（公共職業安定所） 
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制度の名称 令和6年能登半島地震災害対策特別融資 

支援の種類 貸付（融資） 

制度の内容 

●令和6年能登半島地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者等に対して、「令和6年能

登半島地震災害対策特別融資」を実施します。 

 

 ○対象 

  ①セーフティネット保証4号（地震の影響で売上▲20%） 又は 

  ②災害関係保証（罹災証明等）かつ施設・設備復旧の補助金交付決定（※） 

   （※）建物全半壊が明らかな場合は交付決定不要 

 ○資金使途 設備資金、運転資金 ※新規融資のみ 

 ○限度額 1億円 

 ○期間 10年以内（据置5年以内） 

 ○利率 1.0%（当初5年間無利子） 

 ○信用保証 必須（信用保証料免除） ※国の伴走支援型特別保証を利用 

活用できる方  ●中小企業・小規模事業者等 

お問い合わせ 

お取引先金融機関 

石川県信用保証協会 

石川県商工労働部経営支援課 

 

制度の名称 令和6年能登半島地震経営改善サポート融資 

支援の種類 貸付（融資） 

制度の内容 

●令和6年能登半島地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者等に対して、「令和6年能

登半島地震経営改善サポート融資」を実施します。 

 ○対象 七尾市以北6市町の事業者で、能登産業復興相談センターの相談を受け、経営サポー

ト会議等の支援により計画を策定した者 

 ○資金使途 設備資金、運転資金 ※新規融資及び借換融資 

 ○限度額 1億円 

 ○期間 15年以内（据置5年以内）※返済期間後半の比重を大きくする返済方法も可能 

 ○利率 新規 7年以内1.20%（固定）、7年超10年以内1.40%（変動）、10年超15年以内

1.70%（変動） 

     借換 7年以内1.85%（固定）、7年超10年以内1.95%（変動）、10年超15年以内

2.10%（変動） 

 ○信用保証 必須（信用保証料免除） ※国の経営改善サポート保証を利用 

活用できる方  ●中小企業・小規模事業者等 

お問い合わせ 

お取引先金融機関 

石川県信用保証協会 

石川県商工労働部経営支援課 

 

制度の名称 小規模事業者持続化補助金＜災害支援枠＞ 

支援の種類 補助 

制度の内容 

●国において、令和6年能登半島地震により被害を受けた小規模事業者等が行う販路開拓の取組

を支援します。 

○補助率：2/3（一定の要件を満たす場合は定額） 

○上限額：最大300万円 

○対象経費：機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品 

開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託・外注費、車両購入費 

活用できる方 
●令和6年能登半島地震の被害を受けた小規模事業者等 

※商工会・商工会議所等の支援を受けて事業再建に取り組む者 
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お問い合わせ 

商工会の管轄地域 

：石川県商工会連合会 ０７６－２６８－７３００ 

商工会議所の管轄地域 

：商工会議所地区小規模事業者持続化補助金事務局 ０３－６６３５―２０２１ 

 

制度の名称 中小企業持続化補助金＜災害支援枠＞ 

支援の種類 補助 

制度の内容 

●石川県において、令和6年能登半島地震により被害を受けた中小企業が行う販路開拓の取組を

支援します。 

○補助率：1/2（一定の要件を満たす場合は定額） 

○上限額：最大200万円 

○対象経費：機械装置等費、広報費、ウェブサイト関連費、展示会等出展費、旅費、新商品 

開発費、資料購入費、借料、設備処分費、委託・外注費、車両購入費 

活用できる方 
●令和6年能登半島地震の被害を受けた中小企業（小規模事業者を除く） 

※商工会・商工会議所等の支援を受けて事業再建に取り組む者 

お問い合わせ 
 公益財団法人石川県産業創出支援機構  成長プロジェクト推進部  新商品・サービス開発支援課 

 ０７６－２６７－５５５１ 

 

制度の名称 石川県なりわい再建支援補助金 

支援の種類 補助 

制度の内容 

●令和6年能登半島地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者等の工場・店舗などの施

設、生産機械などの設備の復旧費用等を支援します。 

  ○補助率：3/4（中小企業・小規模事業者）、1/2（中堅企業等） 

         （一定の要件を満たす場合は5億円まで定額） 

○上限額：最大15億円 

○対象経費：県内の施設及び設備の復旧・整備に要する経費 

活用できる方 
●令和6年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨の被害を受けた中小企業、小規模事業者、中堅

企業等 

お問い合わせ 
金沢事業者支援センター ０１２０－８６７－１００ 

能登事業者支援センター ０１２０－２６２－３８０ 

 

制度の名称 石川県営業再開支援補助金 

支援の種類 補助 

制度の内容 

●令和6年能登半島地震により被害を受けた中小企業・小規模事業者等の営業再開に必要な仮施

設等の整備に係る費用を支援します。 

  ○補助率：2/3（小規模事業者）、1/2（中小企業） 

○上限額：最大300万円 

○対象経費：営業再開に必要な仮施設等の整備に係る経費 

      ・仮店舗用のコンテナハウス、トレーラーハウスの購入費 

      ・仮作業場・仮倉庫の整備費 

      ・簡易な仮作業施設の建築費 

      ・キッチンカー用の車両の購入費 等 

活用できる方 ●令和6年能登半島地震及び令和6年奥能登豪雨の被害を受けた中小企業、小規模事業者 

お問い合わせ 営業再開支援補助金事務局 0120-046-768 
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制度の名称 石川県商店街災害復旧事業補助金 

支援の種類 補助 

制度の内容 

●令和6年能登半島地震により被害を受けた商店街のアーケード、共同施設、街路灯等の設備の

改修費用等を支援します。 

  ○補助率：3/4 

○上限額：なし 

○対象経費：被災したアーケードの撤去・改修、共同施設の改修・建て替え、街路灯等の

設備の改修等に要する経費 

活用できる方 
●令和6年能登半島地震の被害を受けた商店街等組織（商店街等を構成する商店街振興組合、事

業協同組合、任意団体等） 

お問い合わせ 石川県商工労働部経営支援課 ０７６－２２５－１５２１ 

 

制度の名称 石川県商店街にぎわい創出事業補助金 

支援の種類 補助 

制度の内容 

●令和6年能登半島地震により被害を受けた商店街が実施する、にぎわいを創出するための取り

組みを支援します。 

  ○補助率：定額補助（10/10） 

○上限額：最大100万円 

○対象経費：にぎわい創出のためのイベント等を行うために必要な経費（会場借料、設営

費、印刷製本費、広告宣伝費、謝金等） 

活用できる方 ●令和6年能登半島地震の被害を受けた商店街等組織及び商店街等組織と民間事業者の連携体等 

お問い合わせ 石川県商工労働部経営支援課 ０７６－２２５－１５２１ 

 

制度の名称 石川県伝統工芸事業者再建支援事業費補助金 

支援の種類 補助 

制度の内容 

●石川県において、令和6年能登半島地震により被害を受けた石川県指定伝統的工芸品・稀少伝

統的工芸品を製造する製造事業者等の事業再開に向けて、製造再開に必要となる費用を支援

します。 

  ○補助率：3/4 

○上限額：最大1,000万円 

○対象経費：設備・機器等の購入費及び修繕費、原材料の購入費、型等の試作・制作費 

活用できる方 
●令和6年能登半島地震の被害を受けた石川県指定伝統的工芸品・稀少伝統的工芸品を製造する

製造事業者及び製造事業者等のグループ並びに製造協同組合等 

お問い合わせ 石川県商工労働部経営支援課伝統産業振興室 ０７６－２２５－１５２６ 
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制度の名称 在籍型出向促進助成金 

支援の種類 助成 

制度の内容 

●令和6年能登半島地震又は令和6年奥能登豪雨により被災した事業所が、雇用する労働者を
これまで通りの労働条件（日数、時間）で働かせることができなくなった場合に、労働者
の雇用維持を図るため、在籍型出向を実施した出向元の事業者を支援します。 

  〇主な要件 
  ・地震発災後に締結した出向契約に基づき行われた、出向期間が1か月以上の在籍型出向 

であること 
   ・出向労働者が、令和6年1月1日時点で出向元事業所で就労しており、雇用保険の被保険 

者であること 
  〇支給額 

出向労働者1名あたり：10万円 
   1事業者あたりの支給上限額：100万円  

活用できる方 
●地震発災前から石川県内（野々市市、川北町を除く）に事業所を有している在籍型出向の 

出向元事業者 

お問い合わせ 石川県商工労働部労働企画課 ０７６－２２５－１６７２ 

 

制度の名称 石川県雇用環境整備助成金 

支援の種類 助成 

制度の内容 

●宿舎等の借上げ事業 

 〇主な要件 

 ・奥能登2市2町に立地する事業所が、発災以降に従業員を新たに雇用し、雇用した従業員 

の雇用環境整備のため、従業員宿舎の借上げ（10万円以上の賃料支払）を行っているこ 

と 

・厚生労働省の「地域雇用開発助成金（能登半島地震特例）」について、支給申請を行っ 

ていないこと 

  〇支給額 

   労働者1人あたり10万円 

   1事業所あたり50万円（労働者5人分相当額） 

  〇対象経費 

労働者のため、事業者が支払った宿舎の賃借料（賃貸契約書において定められた賃借料） 

●賃貸用物件修繕事業 

 〇主な要件 

・奥能登2市2町のいずれかに、居住用の賃貸用物件を所有しており、令和６年能登半島地

震や令和６年奥能登豪雨による被害から、修繕を行わなければ賃貸を行うことが困難で

あること。 

・修繕に要した費用が300万円以上となっていること。 

・奥能登2市2町に立地する事業所が発災以降に新たに雇用した従業員を、修繕後の物件に 

賃貸借契約により居住させていること。 

 〇支給額 

  1事業者あたり100万円 

 〇対象経費 

  賃貸借事業を再開する上で必要となる対象物件及び付帯する設備等の修繕費、交換費用等  

活用できる方 

●宿舎等の借上げ事業 

 発災以降、新たに雇用する従業員のため、従業員宿舎を賃借する奥能登2市2町（輪島市、 

珠洲市、穴水町、能登町）の事業所 

●賃貸用物件修繕事業 

  奥能登2市2町に所有する居住用賃貸物件を修繕し、奥能登2市2町に所在する事業所が新た

に雇用した労働者の宿舎として賃貸した不動産事業者等 

お問い合わせ 石川県商工労働部労働企画課 ０７６－２２５－１６７２ 
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制度の名称 地域雇用開発助成金（能登半島地震特例） 

支援の種類 助成 

制度の内容 

●事業主が、能登６市町（七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町）において、  

 事業所の設置・整備を行い、求職者を雇い入れた場合に、事業所の設置・整備に要した費 

用と雇入れ人数に応じた地域雇用開発助成金を、最大３年間（３回）支給します。 

 〇主な要件 

  ・能登６市町において、事業所の設置・整備、雇入れを行った事業主であること 

・令和６年７月１日から令和７年６月30 日までの間に計画書を提出すること 

・ハローワーク等の紹介による労働者または令和６年１月１日から同年６月 30 日の間に 

能登半島地震により一時離職した者（能登半島地震により雇用保険の特例措置による離 

職票の交付を受けた者）であって、本助成金受給後も継続して雇用される見込みがある 

者を雇い入れること 

  ・事業所の設置・整備費用が１点あたり20 万円以上で、合計額が 100 万円以上であるこ 

   と（修理・修繕費用 能登半島地震に伴う被災等により必要になったものに限ります。） 

・事業所の被保険者数が増加していること 

・労働関係法令を遵守していること 

〇支給額 

 30万円～800万円  

活用できる方 
   能登６市町（七尾市、輪島市、珠洲市、志賀町、穴水町、能登町）において、事業所の設 

置・整備を行い、求職者を2人以上雇い入れた事業主（その他にも事業者要件あり） 

お問い合わせ  石川労働局職業対策課 ０７６－２６５－４４２８ 

 

制度の名称 雇用のミスマッチ解消・人材確保助成金事業 

支援の種類 助成 

制度の内容 

令和６年能登半島地震や令和６年奥能登豪雨の被災求職者が求人に応じやすいよう、軽作業 

など一部の業務を切り出した求人で新たに労働者を雇用した事業者に対し、助成金を支給し 

ます。 

 

＜助成額＞ 

切り出しにより雇用した労働者１人あたり１０万円（定額支給） 

１事業者あたり補助上限額：１００万円 

 

※助成対象となる切り出しパターンは限定されていますので、不明な点がありましたら 

下記にお問い合わせください。 

活用できる方 

珠洲市、輪島市、能登町、穴水町、七尾市、志賀町に所在する事業所において、求職者のニ 

ーズに応じて、業務の切り出しを行い、切り出した求人で新たに労働者を雇用した事業者 

 

お問い合わせ 石川県商工労働部労働企画課 ：076-225-1672／076－225-1532 
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制度の名称 被災者緊急スキルアップ研修推進事業 

支援の種類 サービス 

制度の内容 

●令和６年能登半島地震の影響により被災した事業者が従業員の早期採用や安定雇用を図る

ため、事業者に雇用される新規就労者等の従業員（既存の従業員を含む）を対象に従業員

のスキルアップを図る研修を行う場合、研修実施に必要となる費用を県が支援します。 

○受講対象 

能登地域（宝達志水町以北）に所在する事業所の従業員、 

令和６年能登半島地震の復旧・復興に関係する業務を受注する事業所の従業員 

○対象経費 

 研修の受講料、講師料、会場使用料等  

活用できる方 ●県内企業（県内企業にお勤めの方） 

お問い合わせ 石川県商工労働部労働企画課（スキルアップ研修担当） ０７６－２２５－１５３３ 
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●農業関係 

制度の名称 農地・農業用施設災害復旧事業 

支援の種類 補助 

制度の内容 

●異常な天然現象(地震、降雨等)によって被害を受けた農地・農業用施設の復旧に対する補助 

○対象： 

・農地：田、畑（果樹園含む） 

・農業用施設：ため池、頭首工、揚水機、水路、農道など 

○基本要件：1箇所の事業費40万円以上（農業用施設の場合、受益戸数2戸以上） 

○事業主体：市町など 

○補助率： 

  ・農地：国 約94％ 

 ・農業用施設：国 約96％ 

※激甚災害指定により、補助率を引き上げ（直近5か年の平均） 

●農地へ流入した土砂の排出も補助対象となる場合があります。詳しくは各機関にご確認くださ

い。  

お問い合わせ 
・お住まいの市町の農政担当窓口 

・県の各農林総合事務所 土地改良部  
 

制度の名称 農林水産業共同利用施設災害復旧事業 

支援の種類 補助 

制度の内容 

●被災した農林水産業共同利用施設の速やかな復旧補助 

○対象事業者 

   農業協同組合、森林組合、水産業協同組合、農事組合法人、地方公共団体等 

   ※対象となる農事組合法人は、公共性・公益性を持つ法人に限定されます。 

○対象施設 

農林水産物倉庫、農林水産物処理加工施設、共同作業場等の共同利用施設 

○採択基準及び補助率 

・補助率：国3/10～9/10 

・採択基準：40万円以上の被害（告示地域の場合13万円以上） 

○補助対象額 

被災施設の復旧費を経年減価方式により算出した額  

お問い合わせ 

・農業施設に係ること      県庁 農林水産部 農業経営戦略課 団体指導グループ 

                ０７６－２２５－１６１５ 

・林業・特用林産施設に係ること 県庁 森林管理課 森林資源育成グループ 

                ０７６－２２５－１６４６ 

・漁業施設に関すること     県庁 水産課 漁港漁村整備室  

０７６－２２５－１６５５  
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制度の名称 農業制度資金 

支援の種類 融資 

制度の内容 

●被害を受けた農作物の植え替えなどの経営に必要な資金を融資します。 

●農業用施設の補修や建て替えに必要な資金を融資します。 

●貸付利率は令和6年3月18日現在のものです。 

（最新の貸付利率は最寄りの農協等の金融機関にご確認ください） 

 

【農林漁業セーフティネット資金（災害関連資金）】 

・貸付対象者 認定農業者，主業農業者等 

・貸付限度額 1,200万円または年間経営費の12/12 

・貸付利率  0.60％～0.95％（貸付当初５年間無利子） 

・償還期限  15年以内（うち据置期間３年以内） 

 

【農業近代化資金（災害関連資金）】 

 ・貸付対象者 認定農業者，主業農業者等 

 ・貸付限度額 個人1,800 万円、法人2億円 

 ・融資率   認定農業者等 100％、その他 80％ 

 ・貸付利率  0.60～1.10％（貸付当初5年間無利子） 

 ・保証料率  貸付当初5年間免除（国10/10） 

 ・償還期限  15年以内（うち据置期間７年以内） 

 

【農林漁業施設資金（災害関連資金）】 

・貸付対象者 農業者 

・貸付限度額 負担額の100％又は1施設当たり1,200万円 

・貸付利率  0.60～1.10％（貸付当初5年間無利子） 

・償還期限  15年以内（うち据置期間3年以内）  

お問い合わせ 

・お近くの農協 

・株式会社日本政策金融公庫 金沢支店（農林水産事業） ０７６－２６３－６４７１ 

（事業資金相談ダイヤル） ０１２０－１５４－５０５ 

・お住まいの市町 

・県庁農業経営戦略課 ０７６－２２５－１６１５ 

・県の各農林総合事務所農業振興部  
 

制度の名称 農業共済・収入保険 

支援の種類 補償 

制度の内容 

●石川県農業共済組合の農業保険制度（農業共済・収入保険）に加入されている方で農作物や家

畜・園芸施設等に損害（減収）が発生した場合、損失が一定割合補償されます。詳しくは、同

組合へご相談ください。  

お問い合わせ 

石川県農業共済組合 南加賀グループ ０７６－２３９－２３５５ 

          石川中央グループ ０７６－２３９－２５５５ 

                    奥能登グループ〔羽咋郡市・中能登町地区〕０７６－２３９－２４５５ 

〔七尾市・奥能登地区〕０７６８－７６－２２５１ 

（上記に繋がらない場合）石川県農業共済組合 本館 ０７６－２３９－３１１１ 
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制度の名称 農地利用効率化等支援交付金（被災農業者支援タイプ） 

支援の種類 補助 

制度の内容 

●被災した納屋（格納庫や作業場）や乾燥調製施設などの農業用施設の修繕、撤去、再建、補

強、農業用機械の修繕・再取得にかかる経費に対して補助します。 

 ※９月の豪雨により被災した場合も対象となります。 

○補助率： 

・農業用機械等：国5/10、県2/10 

・園芸施設共済対象施設：国3/10（共済加入者は5/10相当）、県2/10 

・農業用施設の撤去のみ又は補強：国3/10、県2/10 

●すでに着手しているものも、被災状況の写真や納品書・領収書等があれば対象とできます。

詳しくはお問い合わせください。 

活用できる方 被災した農業者（販売実績のある方）又は被災農業者 

お問い合わせ 

・農業者現地相談窓口、被災施設・機械の所在市町の農政担当窓口 

・県庁農業経営戦略課 ０７６－２２５－１６６０ 

・県の各農林総合事務所企画調整室 

 

制度の名称 強い農業づくり総合支援交付金（被災産地施設支援） 

支援の種類 補助 

制度の内容 

●被災した農畜産関係の共同利用施設、卸売市場の速やかな復旧整備補助 

○対象事業者：農業協同組合、農事組合法人、地方公共団体等 

○対象施設：農畜産関係の共同利用施設（倉庫は除く）、卸売市場施設 

○補助率：国1/2 

●すでに着手しているものも、事業対象となるため、詳しくはお問い合わせください。 

活用できる方 被災した農業協同組合、農事組合法人等 

お問い合わせ 

・被災施設の所在市町の農政担当窓口 

・県庁生産振興課 ０７６－２２５－１６２１ 

・県の各農林総合事務所企画調整室 

 

制度の名称 

営農環境整備支援事業 

※国事業名：持続的生産強化対策事業（令和６年能登半島地震対応産地緊急支援事業 

（産地緊急支援対策）） 

支援の種類 補助 

制度の内容 

●主な助成内容・補助率は以下の通り 

○早期営農再開に必要となる生産資材（種子・種苗等の消費材に限る。）の購入に係る 

掛かり増し経費や、必要な作業委託費及び農業機械レンタル経費【2/3以内】 

○被災を機に作物転換・規模拡大等を図る場合に必要な生産資材等（種子・種苗等の消費材を

除く。）の購入経費【2/3以内】 

○被災を機に作物転換・規模拡大を図る場合に必要な農業機械等のリース導入経費 

【定額（本体価格2/3以内）】 

○防除等の用水確保のための臨時的な灌水設備導入に必要な経費【2/3以内】 

○周辺の育苗施設から被災地域へ種苗を融通するための輸送経費【9,000円/t以内】 

●上記以外にも支援メニューがあります。詳細は下記までお問い合わせください。  

活用できる方 被災した農業者、被災施設等の所有者及び運営主体 等 

お問い合わせ 

・お近くの農協 

・農業者現地相談窓口 

・県庁生産振興課 ０７６－２２５－１６２１ 

・県の各農林総合事務所企画調整室  
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制度の名称 雇用就農資金 

支援の種類 補助 

制度の内容 

●被災農業者向けの支援 

農業法人等が被災農業者を一時的に雇用して研修する場合に資金を交付します。 

○助成額：10万円/月・人（定額）、最長2年間 

●被災農業法人等の従業員の派遣研修支援 

被災農業法人等が、従業員を他の農業法人等に研修目的で派遣する場合に必要な経費を助成し

ます。  

○助成額：10万円/月・人（上限）、最長2年間  

活用できる方 被災した農業者を雇用する農業法人等、被災した農業法人等 

お問い合わせ ・石川県農業会議 ０７６－２４０－０５４０  

 

制度の名称 農地等手づくり復旧支援事業 

支援の種類 補助 

制度の内容 

●被災した農地・農業用施設を農家自ら施工する復旧工事にかかる経費に対して補助します。 

○補助率：県7.5/10 ※市町によって補助の上乗せがある場合があります。 

○対象： 

（1）農地 

田、畑、 その他 （耕作放棄地は除く） 

（2）農業用施設 

ア かんがい排水施設（用排水路、頭首工、ため池、 揚水機等） 

イ 有効幅員1.2ｍ以上の農業用道路（橋梁、索道含む） 

ウ 農地又は農作物の災害防止施設（堤防、階段工、承水路等） 

○基本要件：1箇所の事業費がおおむね40万円未満 

○事業主体：市町、土地改良区 、 町会 、 生産組合 、 農業法人 、農業者ほか 

●すでに着手しているものも、被災状況の写真、領収書等があれば対象となる場合がありま

す。 

お問い合わせ 
・お住まいの市町の農政担当窓口 

・県の各農林総合事務所企画調整室または土地改良部 

 

制度の名称 令和６年能登半島地震復興労働力確保対策事業（農業人材マッチング促進事業） 

支援の種類 補助 

制度の内容 

●被災地域内で営農を継続する農業法人等の労働力不足を解消するため、地域内外の農業者の

うち被災農家で働きたい農業者等をマッチングし、農業生産の維持強化を図ります。 

〇事業実施主体：JAいしかわ中央会 

〇マッチングの仕組み： 

①マッチングアプリ「デイワーク」を利用 

 求人側（被災農業者）と求職側（被災農業者で働きたい者）それぞれでアカウントを作成し 

 人が欲しい日時（働ける日時）や作業内容を登録し、求人側が了承すればマッチング。 

②農業経営戦略課HPを通じたマッチング 

〇利用料：無料（アカウント登録や使い方サポート、成功報酬も無料） 

○被災農業者を支援された方の旅費と保険料を支給（規定や条件による） 

活用できる方 〇求人者（被災農業者）と求職者（被災農業者で働きたい者、援農者） 

お問い合わせ ・県庁農業経営戦略課 ０７６－２２５－１６６０ 
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●林業関係 

制度の名称 株式会社日本政策金融公庫による資金貸付 

支援の種類 融資 

概要 

●株式会社日本政策金融公庫では、災害により被害を受けた農林漁業経営の再建に必要な資金

を融資します。 

■農林漁業セーフティネット資金（災害） 

   ・貸付限度額：1,200万円又は年間経営費の12分の12 

   ・融資期間（うち据置期間）：15年以内（3年以内） 

■農林漁業施設資金（災害復旧施設） 

   ・貸付限度額：負担額の100％又は1施設1,200万円 

   ・融資期間（うち据置期間）：15年以内（3年以内） 

●上記のほかにも農林漁業者に対する融資の取扱いがあります。各種貸付事業の詳細について

は、株式会社日本政策金融公庫にご確認ください。 

お問い合わせ 株式会社日本政策金融公庫 金沢支店 ０７６－２６３－６４７１ 

 

制度の名称 全国木材協同組合連合会による利子助成 

支援の種類 利子助成 

概要 

●自然災害により被害を受けた事業用資産の復旧等に必要な資金を（株）日本政策金融公庫か

ら借り入れる場合の利子を助成します。 

   ・利子助成：最大2% 

   ・助成期間：最大10年（ただし、償還終了時まで） 

お問い合わせ 全国木材協同組合連合会 ０３－６２６１－９１３８ 

 

制度の名称 林業・木材産業災害復旧対策保証 

支援の種類 債務保証 

概要 

●自然災害による影響を受けた林業・木材産業事業者の資金の借り入れに係る債務を保証し

ます。 

 ・保証期間：運転資金5年以内（長期運転資金の場合は7年以内）、設備資金15年以内 

 ・保証料率：0.2%～1.8%（最大5年間保証料免除） 

お問い合わせ 独立行政法人農林漁業信用基金 ０３－３４３４－７８２５ 

 

制度の名称 林業・木材産業改善資金 

支援の種類 融資 

概要 ●施設・設備の導入にあたって活用できる無利子の貸付を行っています。 

お問い合わせ 
・県庁農林水産部森林管理課 ０７６－２２５－１６４３ 

・県の各農林総合事務所 森林部林業振興課 
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制度の名称 林業・木材産業施設の復旧 

支援の種類 補助 

概要 
●被害を受けた林業・木材産業関係施設の復旧などに対する補助 

 ＊林産物等に係る生産・加工施設 など 

お問い合わせ 
・県庁農林水産部森林管理課 ０７６－２２５－１６４３ 

・県の各農林総合事務所 森林部林業振興課 
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●水産業関係 

制度の名称 公共土木施設災害復旧事業 

支援の種類 補助 

制度の内容 

●異常な天然現象によって被害を受けた漁港施設の復旧に対する補助 

○対象： 

・漁港区域内にある基本施設である外郭施設、係留施設、水域施設 

・漁港区域内にある機能施設である輸送施設など 

○基本要件：1箇所の事業費120万円以上 

○事業主体：県又は市町 

○補助率： 

  ・国 通常 2/3 激甚 おおむね8割 

※過去5か年の実績平均 

お問い合わせ 
・県庁水産課漁港漁村整備室 ０７６－２２５－１６５５ 

・お住まいの市町村の水産担当窓口 

 

制度の名称 漁業用施設災害復旧事業 

支援の種類 補助 

制度の内容 

●異常な天然現象によって被害を受けた漁業用施設の復旧に対する補助 

○対象： 

・沿岸漁場整備開発施設 

・漁業の根拠地となる水域及び陸域内にあり、かつ、水産漁業協同組合の維持管理に属する

外郭施設、係留施設及び水域施設 

○基本要件：1箇所の事業費40万円以上 

○事業主体：県、市町など 

○補助率： 

  ・国 通常 6.5/10 激甚 9/10（政令で定める額に相当する部分については10/10） 

お問い合わせ 
・県庁水産課漁港漁村整備室 ０７６－２２５－１６５５ 

・お住まいの市町村の水産担当窓口 

 

 

 

制度の名称 漁業者資材供給事業 

支援の種類 補助 

制度の内容 

●被災地の漁業者が必要とする氷や燃油を確保する際の運送に対する補助 

○対象：遠隔地から調達する鮮度保持用の氷や燃油の運送費 

○事業主体：石川県漁業協同組合 

○補助率：県 1/2 

お問い合わせ ・県庁水産課 ０７６－２２５－１６５２ 

制度の名称 漁船等災害復旧支援事業 

支援の種類 補助 

制度の内容 

●漁船等に被害を受けた漁業者のために漁協が共同利用に供する漁船等に対する補助 

○対象：漁船の建造、中古船の取得・修繕、漁具の導入 

○事業主体：石川県漁業協同組合 

○補助率：最大9/10（国 10/30、県11/30、市町(任意)最大6/30） 

お問い合わせ ・県庁水産課 ０７６－２２５－１６５３ 
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制度の名称 漁業制度資金 

支援の種類 融資 

制度の内容 

●被害を受けた漁船や漁具の買い替えなどの経営に必要な資金を融資します。 

●漁業用施設の補修や建て替えに必要な資金を融資します。 

●利率は令和6年10月21日現在です。（毎月中旬頃に改定されます。） 

【漁業近代化資金】  

・貸付対象者 漁業者（個人・法人）、水産加工業者（個人・法人）、漁業生産組合、 

       漁業協同組合等 

・貸付限度額 漁船漁業者（20トン未満漁船を使用する者）9,000万円 

            （20トン以上漁船を使用する者）3億6,000万円 

       養殖漁業者（個人）9,000万円 

            （法人）3億6,000万円 

       漁協等12億円 

 ・融資率   80％～100％ 

 ・貸付利率  1.20％（各種利子助成、震災に係る被災者向け優遇措置あり） 

 ・保障料率  0.46％（各種利子助成、震災に係る被災者向け優遇措置あり） 

 ・償還期限  20 年以内（据置期間3年以内） 

 

【令和6年能登半島地震JFマリンバンク災害緊急資金】 

・貸付対象者 令和6年能登半島地震により災害救助法適用地域内で被害を受けた漁業者等 

       （個人・法人） 

・貸付限度額 所要額 

・貸付利率  0.5％（貸付当初５年間無利子） 

・償還期限  短期資産1年以内 

長期資産10年以内（据置期間３年以内） 

お問い合わせ 
・お近くの石川県漁業協同組合各支所、東日本信用漁業協同組合連合会県内各店舗 

・県庁水産課 ０７６－２２５－１６５７ 

 

制度の名称 漁獲共済 

支援の種類 補償 

制度の内容 
●自然災害による操業制限や、不漁、魚価安等で漁獲金額が減少した場合、損失が一定割合補償

されます。また、早期支払い制度もございます。詳しくはお問い合わせください。 

お問い合わせ 全国合同漁業共済組合 石川県事務所 ０７６－２３４－８８２４ 

 

制度の名称 漁船保険 

支援の種類 補償 

制度の内容 
●沈没・座礁など事故によって漁船の船体、機関、設備などに生じた損害に対して保険金をお支

払いします。また、早期支払い制度もございます。詳しくはお問い合わせください。 

お問い合わせ 日本漁船保険組合 石川県支所 ０７６－２２５－８８９３ 

 

制度の名称 沿岸漁業改善資金 

支援の種類 融資 

概要 ●施設・設備の導入にあたって活用できる無利子の貸付を行っています。 

お問い合わせ 県庁水産課 ０７６－２２５－１６５７ 
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●福祉関係 

制度の名称 石川県被災地介護・福祉人材確保支援事業費補助金 

支援の種類 補助 

制度の内容 

●令和6年能登半島地震により被害を受けた介護・障害事業所等を対象に、職員の離職防止や復

職・新規就労の促進など、職員確保を目的としたかかり増し経費を助成します。 

  ○補助率：定額補助（10/10） 

○金額：対象職員一人当たり一律15万円 

○対象経費：令和6年1月1日以降、累計3か月以上勤務している職員に対し、通常の給与 

等とは別に特別手当等を支払う場合に必要となる経費  

活用できる方 ●令和6年能登半島地震により被害を受けた介護・障害事業所等 

お問い合わせ 被災地介護・福祉人材確保支援事業費補助金運営事務局 090-5630-5879 

 

制度の名称 保育所や放課後児童クラブへの心のケア巡回支援 

支援の内容 

●保育士や放課後児童クラブ支援員へのメンタルヘルスケア 

 精神保健福祉士等が、保育施設等を巡回し、被災児童と接する保育士及び放課後児童クラブの

支援員の悩みを聞き、相談や助言をするなどの支援をします。 

 その他、県内全域を対象として、被災した子どもとの関わり方（心のケア）等について理解を

深めるためのセミナーも実施します。（日時や内容については各市町を通じて周知） 

お問い合わせ 

お住まいの市町の保育等担当課 

 ※各市町担当課の問い合わせ先や、子育て支援情報ページの一覧を作成し、 

県ホームページに掲載しています。 

  URL：https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kosodate/index.html 
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（共通） 

●各種相談 

相談窓口名 金沢弁護士会による無料電話相談（復興支援ダイヤル） 

相談内容， 

概要等 
●実施時間：平日10時～16時（12時～13時除く） 

お問い合わせ ０８０－８９９５－９４８３（担当弁護士から折り返し電話、相談料無料） 

 

相談窓口名 日本弁護士連合会による無料電話相談 

相談内容， 

概要等 
●実施時間：平日および土曜日 10時～16時（日曜祝日除く） 

お問い合わせ ０１２０－２５４－９９４（通話料無料、相談料無料） 

 

相談窓口名 石川県司法書士会による無料電話相談 

相談内容， 

 概要等 

●空き家、成年後見、多重債務、破産、離婚・養育費問題、給与未払い等 

●実施時間：平日10時～16時 

お問い合わせ ０７６－２９２－８１３３（相談料無料） 

 

相談窓口名 日本司法書士会連合会による無料電話相談 

相談内容， 

概要等 

●実施時間：令和6年1月9日（火）から12月26日（木）まで（土日・祝日を含む）、午後5時

から午後8時まで 

●災害対応実績のある司法書士に直接つながります。 

お問い合わせ ０１２０－３１５１９９（通話料無料、相談料無料） 

 

相談窓口名 日本行政書士会連合会による無料電話相談 

相談内容， 

概要等 
●実施時間：令和6年8月1日（木）から12月27日（金）まで、平日10時～16時 

お問い合わせ ０１２０－３４６－０９２（通話料無料、相談料無料） 

 

相談窓口名 被災者の方のための法テラス無料法律相談 

相談内容， 

 概要等 

●生活の再建に必要な法律相談（不動産問題、金銭問題、相続問題など） 

※法テラスの他の相談と併せて、同一問題につき3回まで利用できます。 

●令和6年能登半島地震の被災者の方は資力（収入や資産）に関わらず無料法律相談をご利用い

ただけます。令和6年1月1日（災害発生時）に、災害救助法が適用された市町村に住所、居

所や営業所などがあった方（法人は除く）が対象です。 

●実施期間は令和6年1月11日から令和6年12月31日まで 

●相談方法は面談、電話、オンラインでの相談が可能です。 

お問い合わせ 

●法テラス・災害ダイヤル（被災者専用フリーダイヤル） ０１２０‐０７８３０９
お な や み レ ス キ ュ ー

 

相談予約：平日9時～17時 

お問合せ：平日9時～21時、土曜9時～17時 

WEB予約：法テラスホームページをご確認ください。  

●法テラスホームページ 

   https://www.houterasu.or.jp/site/saigai-higai/reiwa6nen-notohantojisin.html 
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相談窓口名 人権相談（法務局） 

相談内容， 

概要等 

●差別や虐待、プライバシー侵害など、様々な人権問題について、法務局職員又は人権擁護委

員が面談、電話又はインターネット（パソコン・携帯電話）で相談に応じます。相談は無料

で、相談内容の秘密は厳守します。面談・電話による相談は平日午前8時30分から午後5時15

分まで受け付けています。 

お問い合わせ 

●みんなの人権110番【全国共通人権相談ダイヤルです】 

０５７０－００３－１１０（全国共通・ナビダイヤル） 

●こどもの人権110番【いじめ，虐待などこどもの人権問題に関する専用相談電話です】 

０１２０－００７－１１０（全国共通・フリーダイヤル） 

●女性の人権ホットライン 

【セクシュアル・ハラスメント，DVなど女性の人権問題に関する専用相談電話です】 

０５７０－０７０－８１０（全国共通・ナビダイヤル） 

●インターネット人権相談受付窓口 

 http://www.jinken.go.jp/（パソコン，携帯電話，スマートフォン共通） 

●外国語人権相談ダイヤル（Foreign language Human Rights Hotline） 

０５７０－０９０－９１１（全国共通・ナビダイヤル） 

 

相談窓口名 いしかわ性暴力被害者支援センター「パープルサポートいしかわ」 

相談内容， 

概要等 
●性暴力被害に関する相談（電話相談・面接相談・メール相談） 

お問い合わせ 

【相談時間】月～金 8:30～17:15（祝日、年末年始を除く） 

※ただし、緊急医療などの緊急を要するご相談は24時間365日対応 

【電話番号】#８８９１ 

（NTTひかり電話からは０１２０－８８９１－７７へおかけください。） 

（上記電話がつながらない場合、０７６－２２３－８９５５へおかけください。） 

【メール】purplesupport.8955@pref.ishikawa.lg.jp 

（緊急の場合は、電話相談をご利用ください。） 

 

相談窓口名 石川県配偶者暴力相談支援センター 

相談内容， 

概要等 
●DVに関する相談（電話相談・面接相談） 

お問い合わせ 

●電話相談 

【相談時間】月～金 9:00～17:00（祝日、年末年始を除く） 

土日祝・年末年始 9:00～16:00 

【電話番号】０７６－２２１－８７４０ 

●面接相談 

【相談時間】月～金 9:00～17:00（祝日、年末年始を除く） 

【電話番号】＃８００８ 

（上記電話がつながらない場合、０７６－２２３－８６５５へおかけください。） 

 

相談窓口名 石川県女性相談支援センター 

相談内容， 

概要等 
●女性が抱えている様々な悩みについての相談（電話相談・面接相談） 

お問い合わせ 

【相談時間】月～金 9:00～11:30、13:00～16:30（祝日、年末年始を除く） 

【電話番号】＃８７７８ 

（上記電話がつながらない場合、０７６－２０８－３３０４へおかけください。） 
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相談窓口名 外国人のための無料相談 

相談内容， 

概要等 

日本での生活で困っていること、家庭や職場でのトラブル、在留資格に関することなど、情報
提供及び相談を多言語で行っています。 
 
●生活相談 
・相談方法：対面、電話、メール 
・相談時間：月～金（祝日、年末年始を除く）9:15～17:00 
・対応言語：英語、韓国語、中国語、ポルトガル語、ロシア語、ベトナム語（火・木）、 

インドネシア語（木）のほか、翻訳機を介して31言語に対応 
 
●専門家相談 
・相談方法：対面、オンライン 
・相談時間：【行政書士】毎月第1木・第4木 13:00～14:00 
              【弁護士】 毎月第3木           13:00～14:00 
・対応言語：英語、韓国語、中国語、ポルトガル語、ロシア語、ベトナム語、 

インドネシア語 ほか 
・申込方法：事前申込必要（電話またはメール、googleformで申込） 

お問い合わせ 

公益財団法人石川県国際交流協会 

〒920-0853 金沢市本町1-5-3 リファーレ3階 

TEL：０７６－２６２－５９３２   Email：kikaku3@ifie.or.jp 

 

相談窓口名 児童に関する相談 

相談内容， 

概要等 

●被災した児童への心のケア、孤児・遺児へのケアなどに関し、児童相談所の児童心理司等が

相談に応じます。 

お問い合わせ 

児童相談所（お近くの児童相談所までご相談ください） 
中央児童相談所 ０７６－２２３－９５５３ 
（相談時間／月～金（祝日・年末年始を除く）8:30～17:45） 

 
七尾児童相談所 ０７６７－５３－０８１１ 

（相談時間／月～金（祝日・年末年始を除く）8:30～17:45） 
 

金沢市児童相談所 ０７６－２４３－４１５８ 
（相談時間／月～金（祝日・年末年始を除く）9:00～17:45） 

 

相談窓口名 「からだ」と「こころ」の健康相談 

相談内容， 

概要等 

●被災により、「持病が悪化しないか不安」、「自宅に閉じこもりがち」、「眠れない」など

体調や気分がすぐれない方の電話等相談をお受けします。 

●被災者やその家族の皆様、また被災者を支援する方など、どなたでもご相談いただくことが

できます。 

お問い合わせ 

●健康全般に関するご相談 

・お住まいの市町 

・最寄りの県保健福祉センター 

・能登北部保健福祉センター    電話：０７６８－２２－２０１２ 

・能登中部保健福祉センター    電話：０７６７―５３－６８９４ 

・石川中央保健福祉センター      電話：０７６－２７５－２２５０ 

・南加賀保健福祉センター     電話：０７６１－２２－０７９６ 

※相談受付時間／月～金（祝日･年末年始を除く） 9:00～17:45 

●こころの健康に関するご相談 

  石川こころのケアセンター 

相談受付時間／月～金（祝日・年末年始を除く）9:00～17:00 

       電話：０１２０－３３３－２４７ 
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相談窓口名 妊娠・出産・子育てに関する相談 

相談内容， 

概要等 

●妊娠・出産・子育てにまつわることでお悩みを抱える方に対し、相談支援を行います。相談

は無料です。 

お問い合わせ 

●いしかわ妊娠相談ダイヤル（※妊娠にまつわる相談） 

【相談時間】電話、メール：月曜日～土曜日 ／9時30分～12時30分 

火曜日（夜間）／18時00分～21時00分 

 ※日曜日・祝日・年末年始を除く 

                      SNS：年中無休／15時00分～21時00分 

 電話：０７６－２３８－８８２７ 

メール：preg-110@pref.ishikawa.lg.jp 

 SNS：【アカウント名】いしかわ妊娠相談【LINE ID】＠247cjbjr 

  

 ●子育て・女性健康支援センター石川（※妊娠・出産・子育てにまつわる相談） 

 【相談時間】9時00分～17時00分／ ０８０－３７４０－４５１２ 

 

相談窓口名 消費生活相談 

相談内容， 

概要等 

●令和６年能登半島地震及び令和６年奥能登豪雨に関する消費者トラブルの未然防止や解決支

援のための相談を、県消費生活支援センターの専用ダイヤルで受け付けています。 

※なお地震・大雨関連以外のものは、消費者ホットライン（局番なし  １８８）へ電話くださ

い。 

お問い合わせ 

  石川県消費生活支援センター 令和6年（2024年）能登半島地震及び大雨に関する消費者トラ

ブルの相談専用ダイヤル 

専用ダイヤル：０７６－２５５－２３１９ 

受付時間：（平日）9時～17時、（土曜日）9時～12時30分 

 

相談窓口名 被災ペット相談 

相談内容， 

概要等 

●今回の令和6年能登半島地震により被災された方のペットに関する相談窓口を設け、ご相談を

受け付けています。ペットの飼い主でお困りの方、お困りの飼い主が周りにいらっしゃる場

合はお問い合わせください。 

 

支援内容 

（１）仮設住宅等でのペットの飼い方に悩んでいる 

（２）迷子になったペットが見つからない 

（３）ペットを飼い続けることが難しい 

（４）ペットの健康相談に関すること  等 

お問い合わせ 

●ペットの迷子や保護、飼育に必要な物資不足等に関すること 

・輪島市、穴水町、能登町、珠洲市 

→いしかわ動物愛護センター能登北部担当  ０７６８－２２－２０２８ 

・七尾市、中能登町、羽咋市、宝達志水町、志賀町 

→いしかわ動物愛護センター能登中部担当  ０７６７－５３－６８９３ 

・白山市、野々市市、かほく市、津幡町、内灘町 

→いしかわ動物愛護センター石川中央担当  ０７６－２７５－２６４２ 

・小松市、能美市、川北町、加賀市 

→いしかわ動物愛護センター南加賀担当   ０７６１－２２－０７９５ 

 

●避難所でのペットの飼育、ペットの健康相談等に関すること  

   →令和6年能登半島地震動物対策本部     ０７６－２１３－５７８８  
 

  

LINE QRコード 

mailto:preg-110@pref.ishikawa.lg.jp
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相談窓口名 いしかわ就職・定住総合サポートセンター（ILAC） 

相談内容， 

概要等 

●いしかわ就職・定住総合サポートセンター（ILAC）は、石川県で就職・転職したい方の

様々なニーズに応えるためのワンストップのサポートセンターです。専門のスタッフが仕事

探しのお手伝いをするほか、就職活動の方法や悩み事にもきめ細かなアドバイスを行いま

す。 

●利用できる方 

県内での就職・転職を希望する方(若者・女性・社会人など) 

お問い合わせ 

＜学生や35歳未満の若者＞ 

ジョブカフェ石川    TEL ０７６－２３５－４５１３ 

＜再就職を希望する女性の方＞ 

 女性ジョブサポート石川 TEL ０７６－２３１－３１４９ 

＜在職者・転職希望の方＞ 

 UIターンサポート石川  TEL ０７６－２３５－４５４０ 

 

相談窓口名 労働相談 

相談内容， 

概要等 

●石川県職業能力開発プラザでは労働問題一般についての相談を行っています。 

●労働者、事業主の皆さんからの相談に専門の相談員が公正中立な立場で、アドバイスしま

す。相談は無料で、相談内容等の秘密は厳守されます。 

お問い合わせ 石川県職業能力開発プラザ TEL０７６－２６１－１４００ 

 

相談窓口名 中小企業・小規模事業者の相談窓口 

相談内容， 

概要等 

●被災事業者の事業継続に向けた経営相談、施設復旧・資金繰り・雇用維持等に関する支援策

の活用など様々な相談にワンストップで対応します。 

お問い合わせ 

○金沢事業者支援センター 

  TEL    ０１２０－８６７－１００ 

  受付時間  10:00～17:00（土日祝を除く） 

 

○能登事業者支援センター 

TEL    ０１２０－２６２－３８０ 

  受付時間  10:00～17:00（土日祝を除く） 

 

○以下の支援機関においても相談を受け付けています 

石川県産業創出支援機構    TEL ０７６－２６７－１２４４ 

石川県よろず支援拠点     TEL ０７６－２６７－６７１１ 

石川県商工会連合会      TEL ０７６－２６８－７３００ 

石川県商工会議所連合会    TEL ０７６－２６３－１１５１ 

石川県信用保証協会      TEL ０７６－２２２－１５５０ 

石川県商工労働部経営支援課  TEL ０７６－２２５－１５２５ 

※各商工会、商工会議所などでも相談を受け付けています。 

 

 

相談窓口名 住宅相談 

相談内容， 

概要等 

●公営住宅や応急仮設住宅など、当面の住まいの確保に関すること 

●修繕の方法や各種支援制度など、住まいの復旧に関すること 

お問い合わせ  お住まいの市町 
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相談窓口名 震災住宅相談ボランティアダイヤルいしかわ 

相談内容， 

概要等 

●修繕の方法や各種支援制度など、住まいの復旧に関すること 

・自宅を修繕するか、建て替えかを迷っている 

・耐震改修や融資など各種支援制度について聞きたい 

お問い合わせ 

 いしかわ住宅相談・住情報ネットワーク（担当：石川県建築住宅センター） 

受付時間 10時～12時、13時～15時（土日祝除く） 

 電話番号 ０１２０－８６８－６１６ 

 

相談窓口名 自費解体の業者に関する相談窓口 

相談内容， 

概要等 
●自費解体の希望者向けに、自費解体を請け負う業者に関する相談に応じます。  

お問い合わせ 

●石川県工務店協会 

  TEL   076-269-8103 

  受付時間 9:00~17:30（毎週水曜日、第1土曜日・日曜日、第3日曜日除く） 

●（一社）石川県構造物解体協会 

  TEL   076-256-1444 

  受付時間 10:00~15:00（土日祝除く） 

 

相談窓口名 納屋や格納庫の修繕や再建の相談について 

相談内容， 

概要等 

●納屋や格納庫などの修繕や再建、各種支援制度などに関すること 

・納屋を修繕するか、建て替えかを迷っている 

・建て替えしたいが業者が見つからない    など 

お問い合わせ 

 （一社）石川県木造住宅協会・（一社）石川県建設業協会（担当：県庁農業経営戦略課） 

受付時間 9時～17時（土日祝除く） 

 電話番号 ０１２０－１２３－６０１ 
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●その他 

制度の名称 ハロートレーニング（公的職業訓練） 

支援の種類 給付、サービス 

制度の内容 

●災害により離職した者が、再就職のための技能や知識を身につける必要がある場合、無料で

職業訓練が受けられます。 

●また、一定の要件を満たす場合、訓練期間中の生活を支援するための給付金が支給される制

度もあります。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/hellotraining_top.html 

活用できる方 
●災害により離職した者が、再就職のために職業訓練を受けて技能や知識を身につけることが

必要で、かつその訓練を受けるために必要な能力等を有するなどの要件を満たしており、公

共職業安定所長の受講あっせんを受けた者が対象です。 

お問い合わせ 
石川労働局 職業安定部 訓練課 

お近くのハローワーク（公共職業安定所） 

 

内容 ボランティアの派遣依頼について 

お問い合わせ 

●特設サイト 

「令和6年能登半島地震・令和6年奥能登豪雨・石川県災害ボランティア情報」 

（https://prefvc-ishikawa.jimdofree.com/） ※こちらのＱＲコードから ⇒ 

 

●最寄りの市町災害ボランティアセンター（市町社会福祉協議会） 

●石川県災害対策ボランティア本部（石川県女性活躍・県民協働課） 

TEL ０７６－２２５－１３６５ 

 

制度の名称 インターネット（HP・SNS）による被災者支援情報の発信 

支援の種類 サービス 

概要 
石川県が提供する各種被災者支援情報（住居、くらしの情報、道路交通など）を、ホームペー

ジ（HP）やSNS（X、LINE、Instagram）により発信します。 

お問い合わせ 

県戦略広報課 TEL076-225-1362 

以下のQRコードから接続します。 

 

HP 

 

 

 

 

 

 

 

 

X                   LINE                  Instagram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※LINEでは避難所以外の場所にいる方の情報登録を受

け付けています。 

登録いただいた方の状況に合わせた支援の情報を 

お届けします。 

https://prefvc-ishikawa.jimdofree.com/
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制度の名称 文化財補助金事業 

支援の種類 補助 

制度の内容 ●被害を受けた国指定等文化財または県指定文化財の復旧に関する補助 

活用できる方 ●被害を受けた国指定等文化財または県指定文化財の所有者 

お問い合わせ お住まいの市町の文化財担当課 

 

制度の名称 文化財等災害復旧事業 

支援の種類 補助 

制度の内容 

●被害を受けた民間所有の国指定等文化財または県指定文化財、市町指定文化財に加え、指定

等を受けていない建造物や美術工芸品等に関する、復興基金を活用した補助 

●補助率 

 指定等文化財：所有者負担の2/3 

 指定等を受けていない建造物や美術工芸品等（※）：所有者負担の1/2 

  ※市町が一定の価値を認めるものに限る。 

活用できる方 

●被害を受けた国指定等文化財または県指定文化財、市町指定文化財に加え、指定等を受けて

いない建造物や美術工芸品等の民間所有者 

  ※指定等を受けていない文化財については、宗教施設を除く。 

  ※文化財補助金事業との併用可 

お問い合わせ お住まいの市町の文化財担当課 

 

制度の名称 自治公民館再建支援事業 

支援の種類 補助 

制度の内容 

●被災した自治公民館を所有する集落又は自治会に対して、建替及び修繕に要する経費を支援 

する。 

●対象施設 

 次の要件をすべてみたすもので、生涯学習活動の振興のために復旧が必要と当該地域・集落が

属している市町長が認める施設 

 ①市町の区域内に存在している施設であること。 

 ②専ら当該地域（集落）の住民が利用する施設であること。 

 ③社会教育法に規定する公民館に類似する施設として、集落又は自治会等で設置し、自主的 

 に管理・運営している施設であること。 

④社会教育法に規定する公民館の事業に概ね準じた活動に現に活用され、今後も引き続き活 

 用されることが確実な施設であること。 

●対象事業費 

 対象施設の復旧に係る以下の経費 

 （１）建替 

    本体工事、附帯設備工事、外構工事、地盤復旧・改良工事、設計監理委託費及び建替 

に要する経費 

 （２）修繕 

    建物本体、附帯設備及び外構の補修工事、地盤復旧・改良工事及び設計監理委託費に 

要する経費 

  ※建替、修繕とも原形復旧を原則とする（延床面積は従前どおり等）。 

  ※土地購入費、備品購入費は対象外とする。 

●交付基準 

市町補助1/4以上を前提に、市町補助を控除した事業費の2/3を補助する。ただし、市町が事 

業費の1/4より大きい割合を補助する場合は、総事業費の1/2相当額を交付する。 

●対象期間 

 令和6年1月から令和7年3月まで 
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活用できる方 ●認可地縁団体以外の自治会等 

お問い合わせ お住まいの市町教育委員会 

 

制度の名称 仮設住宅自治組織形成支援事業 

支援の種類 補助 

制度の内容 
応急仮設住宅において、自治組織等の形成を促し、主体的な互助・共助の取組を推進するた

め、自治組織等の立ち上げ・活動にかかる経費を支援するものです。  

活用できる方 

➀応急仮設住宅（建設型）の入居世帯で構成された自治組織 

②応急仮設住宅（建設型・賃貸型）、県内の公営住宅※の入居世帯が所属する既存の自治組織 

       （自治組織の構成世帯のうち仮設入居者が２割以上） 

③応急仮設住宅（賃貸型）、県内の公営住宅※の拡散した入居世帯に対し地域リーダー等が 

        呼びかけて形成された組織 

         ※被災し目的外使用として一時入居をしている県内の公営住宅 

＜補助額＞ 

区分 
自治組織に参加する 

応急仮設住宅入居世帯数 
助成金の上限額 

① に該当する自治組織 

５～５０世帯 １００，０００円 

５１～１００世帯 １５０，０００円 

１０１世帯以上 ２００，０００円 

② に該当する自治組織 

５～５０世帯 ５０，０００円 

５１～１００世帯 ７５，０００円 

１０１世帯以上 １００，０００円 

③ に該当する自治組織 
５～９世帯 ２５，０００円 

１０世帯以上 ５０，０００円 

 

 

お問い合わせ 災害時にお住まいの市町（実施の有無あり） 

 

制度の名称 地域コミュニティ施設等再建支援事業 

支援の種類 補助 

制度の内容 

●支援対象 

 以下の要件をすべて満たすもので、コミュニティを維持するために復旧が必要と市町長が認

定する施設等 

  ①市町の区域内に存在しており、土地に固定している工作物または建築物であること 

  ②専ら地域（集落）の住民が利用していること   

  ③専ら地域（集落）の住民が交代で維持・管理していること 

  ④地域（集落）の住民が参加する祭りや行事などのコミュニティ活動に現に活用され、 

今後も活用を継続すること 

●対象経費 

  ➀建替の場合（本体工事、付帯設備、外構工事、地盤復旧・改良工事、設計監理委託に 

   要する経費） 

  ②修繕の場合（建物本体、付帯設備及び外構工事の補修工事、地盤復旧・改良工事及び 

設計監理委託に要する経費） 

●補助額 

  上限額：12,000千円 

●補助率 

  3／4  

活用できる方 支援対象となる施設を管理する集落又は自治会 

お問い合わせ お住まいの市町の被災宅地担当窓口 
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●県の手数料等の減免 

①被災した建築物の復旧等に係る手数料 

手数料等名称 根拠規定 
問合先 

所属 連絡先 

建築確認申請手数料 

（構造計算適合判定手数料は除く） 
石川県手数料条例第５条 土木部建築住宅課 076-225-1778 

建築完了検査手数料 石川県手数料条例第５条 土木部建築住宅課 076-225-1778 

建築中間検査手数料 石川県手数料条例第５条 土木部建築住宅課 076-225-1778 

検査済証の交付を受ける前における建築

物等の仮使用認定申請手数料 
石川県手数料条例第５条 土木部建築住宅課 076-225-1778 

仮設興行場等建築許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 土木部建築住宅課 076-225-1778 

長期優良住宅認定等手数料 石川県手数料条例第５条 土木部建築住宅課 076-225-1777 

低炭素建築物認定等手数料 石川県手数料条例第５条 土木部建築住宅課 076-225-1777 

建築物省エネ認定等手数料 石川県手数料条例第５条 土木部建築住宅課 076-225-1777 

道路使用許可申請手数料 
石川県警察関係手数料条例第

５条 
警察本部交通規制課 076-225-0110 

 

②納税証明書交付手数料 

手数料等名称 根拠規定 
問合先 

所属 連絡先 

納税証明書交付手数料 石川県手数料条例第５条 総務部税務課 076-225-1273 

 

③各種免許証・登録証等の再交付・書換のための手数料 

手数料等名称 根拠規定 
問合先 

所属 連絡先 

免税軽油使用者証交付手数料 石川県手数料条例第５条 総務部税務課 076-225-1272 

免税軽油使用者証書換え手数料 石川県手数料条例第５条 総務部税務課 076-225-1272 

危険物取扱者免状再交付手数料 石川県手数料条例第５条 危機管理監室消防保安課 076-225-1481 

消防設備士免状再交付手数料 石川県手数料条例第５条 危機管理監室消防保安課 076-225-1481 

火薬類取扱保安責任者免状再交付手数料 石川県手数料条例第５条 危機管理監室消防保安課 076-225-1481 

火薬類製造保安責任者免状（丙種）再交

付手数料 
石川県手数料条例第５条 危機管理監室消防保安課 076-225-1481 

高圧ガス製造保安責任者免状再交付手数

料 
石川県手数料条例第５条 危機管理監室消防保安課 076-225-1481 

高圧ガス販売主任者免状再交付手数料 石川県手数料条例第５条 危機管理監室消防保安課 076-225-1481 

液化石油ガス設備士免状再交付手数料 石川県手数料条例第５条 危機管理監室消防保安課 076-225-1481 

電気工事士免状再交付手数料 石川県手数料条例第５条 危機管理監室消防保安課 076-225-1481 

登録電気工事業者登録証再交付手数料 石川県手数料条例第５条 危機管理監室消防保安課 076-225-1481 

介護支援専門員証交付手数料（再交付の

み） 
石川県手数料条例第５条 健康福祉部長寿社会課 076‐225‐1498 

准看護師免許証再交付手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部医療対策課 076-225-1433 

衛生検査所登録証明書再交付手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部医療対策課 076-225-1433 

栄養士免許証再交付手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部健康推進課 076-225-1584 
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調理師免許証再交付手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部健康推進課 076-225-1584 

認定薬局認定証書換交付申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

認定薬局認定証再交付申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

配置販売従事者身分証明書書換え交付申

請手数料 
石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

配置販売従事者身分証明書再交付申請手

数料 
石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機

器、体外診断用医薬品又は再生医療等製

品の製造販売業の許可証の書換え交付申

請手数料 

石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機

器、体外診断用医薬品又は再生医療等製

品の製造販売業の許可証の再交付申請手

数料 

石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機

器、体外診断用医薬品又は再生医療等製

品の製造業又は修理業の許可証又は登録

証の再交付申請手数料 

石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

薬局開設、医薬品販売業、高度管理医療

機器等販売業若しくは貸与業又は再生医

療等製品販売業の許可証の再交付申請手

数料 

石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

医薬品販売従事登録証書換手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

医薬品販売従事登録証再交付手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用

者、麻薬管理者、麻薬研究者、向精神薬

卸売業者若しくは向精神薬小売業者の免

許証又は向精神薬試験研究施設設置者の

登録証の再交付手数料 

石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

大麻取扱者登録変更手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

大麻取扱者免許証再交付手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

覚醒剤施用機関、覚醒剤研究者、覚醒剤

原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定

証再交付手数料 

石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、

覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造

業者の指定証再交付手数料 

石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

毒物劇物製造業・販売業登録票再交付手

数料 
石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

ふぐ処理資格者免許証再交付申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

ふぐ処理営業許可証再交付申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

製菓衛生師免許証書換え交付手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

製菓衛生師免許証再交付手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

クリーニング師免許証訂正申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1441 

クリーニング師免許証再交付申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1441 

動物取扱業登録証再交付 石川県手数料条例第５条 
いしかわ動物愛護センタ

ー 
076-204-8622 

特定動物飼養保管許可証再交付 石川県手数料条例第５条 
いしかわ動物愛護センタ

ー 
076-204-8622 

保育士登録証再交付手数料 石川県手数料条例第５条 
健康福祉部少子化対策監

室 
076-225-1497 

受胎調節実地指導員指定証再交付手数料 石川県手数料条例第５条 
健康福祉部少子化対策監

室 
076-225-1424 
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受胎調節実地指導員標識再交付手数料 石川県手数料条例第５条 
健康福祉部少子化対策監

室 
076-225-1424 

狩猟者登録証再交付手数料 石川県手数料条例第５条 生活環境部自然環境課 076-225-1476 

狩猟者記章再交付手数料 石川県手数料条例第５条 生活環境部自然環境課 076-225-1476 

狩猟者免状再交付手数料 石川県手数料条例第５条 生活環境部自然環境課 076-225-1476 

職業訓練指導員免許証再交付手数料 石川県手数料条例第５条 商工労働部労働企画課 076-225-1533 

技能検定合格証書再交付手数料 石川県手数料条例第５条 商工労働部労働企画課 076-225-1533 

計量証明事業登録証訂正・再交付手数料 石川県手数料条例第５条 計量検定所 076-254-5507 

通訳案内士登録証再交付手数料 石川県手数料条例第５条 
文化観光スポーツ部 

国際観光課 
076-225-1124 

家畜商免許証再交付手数料 石川県手数料条例第５条 
農林水産部畜産振興・防

疫対策課 
076-225-1623 

家畜商免許証書換交付手数料 石川県手数料条例第５条 
農林水産部畜産振興・防

疫対策課 
076-225-1623 

家畜人工授精師免許証再交付手数料 石川県手数料条例第５条 
農林水産部畜産振興・防

疫対策課 
076-225-1623 

家畜人工授精師免許証書換交付手数料 石川県手数料条例第５条 
農林水産部畜産振興・防

疫対策課 
076-225-1623 

家畜人工授精所開設許可証再交付手数料 石川県手数料条例第５条 
農林水産部畜産振興・防

疫対策課 
076-225-1623 

家畜人工授精所開設許可証書換交付手数

料 
石川県手数料条例第５条 

農林水産部畜産振興・防

疫対策課 
076-225-1623 

動物用医薬品販売従事登録証再交付手数

料 
石川県手数料条例第５条 

農林水産部畜産振興・防

疫対策課 
076-225-1627 

動物用医薬品販売従事登録証書換え交付

手数料 
石川県手数料条例第５条 

農林水産部畜産振興・防

疫対策課 
076-225-1627 

林業種苗生産事業者登録証再交付手数料 石川県手数料条例第５条 農林水産部森林管理課 076-225-1646 

林業種苗生産事業者登録証書換手数料 石川県手数料条例第５条 農林水産部森林管理課 076-225-1646 

宅地建物取引士証再交付手数料 石川県手数料条例第５条 土木部建築住宅課 076-225-1778 

風俗営業許可申請手数料（許可証再交

付） 

石川県警察関係手数料条例第

５条 
警察本部生活安全企画課 076-225-0110 

風俗営業許可申請手数料（許可証書換

え） 

石川県警察関係手数料条例第

５条 
警察本部生活安全企画課 076-225-0110 

風俗営業許可申請手数料（性風俗届出確

認書再交付） 

石川県警察関係手数料条例第

５条 
警察本部生活安全企画課 076-225-0110 

風俗営業許可申請手数料（性風俗変更届

出確認書交付） 

石川県警察関係手数料条例第

５条 
警察本部生活安全企画課 076-225-0110 

古物営業許可申請手数料（許可証再交

付） 

石川県警察関係手数料条例第

５条 
警察本部生活安全企画課 076-225-0110 

古物営業許可申請手数料（許可証書換

え） 

石川県警察関係手数料条例第

５条 
警察本部生活安全企画課 076-225-0110 

質屋営業許可申請手数料（許可証再交

付） 

石川県警察関係手数料条例第

５条 
警察本部生活安全企画課 076-225-0110 

質屋営業許可申請手数料（許可証書換

え） 

石川県警察関係手数料条例第

５条 
警察本部生活安全企画課 076-225-0110 

銃砲刀剣等所持許可（許可証再交付） 
石川県警察関係手数料条例第

５条 
警察本部生活安全企画課 076-225-0110 

銃砲刀剣等所持許可（許可証書換え） 
石川県警察関係手数料条例第

５条 
警察本部生活安全企画課 076-225-0110 

警備業認定手数料（警備員指導教育責任

者資格者証再交付） 

石川県警察関係手数料条例第

５条 
警察本部生活安全企画課 076-225-0110 

警備業認定手数料（警備員指導教育責任

者資格者証書換え） 

石川県警察関係手数料条例第

５条 
警察本部生活安全企画課 076-225-0110 

警備業認定手数料（合格証明書再交付） 
石川県警察関係手数料条例第

５条 
警察本部生活安全企画課 076-225-0110 
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警備業認定手数料（合格証明書書換え） 
石川県警察関係手数料条例第

５条 
警察本部生活安全企画課 076-225-0110 

警備業認定手数料（機械警備業務管理者

資格者証再交付） 

石川県警察関係手数料条例第

５条 
警察本部生活安全企画課 076-225-0110 

警備業認定手数料（機械警備業務管理者

資格者証書換え） 

石川県警察関係手数料条例第

５条 
警察本部生活安全企画課 076-225-0110 

道路使用許可証再交付手数料 
石川県警察関係手数料条例第

５条 
警察本部交通規制課 076-225-0110 

自動車保管場所標章交付手数料 
石川県警察関係手数料条例第

５条 
警察本部交通規制課 076-225-0110 

自動車保管場所標章再交付手数料 
石川県警察関係手数料条例第

５条 
警察本部交通規制課 076-225-0110 

運転免許試験手数料 

（運転免許証再交付） 

石川県警察関係手数料条例第

５条 
運転免許センター 076-238-5901 

運転免許試験手数料（仮運転免許証再交

付） 

石川県警察関係手数料条例第

５条 
運転免許センター 076-238-5901 

運転免許試験手数料（運転経歴証明書再

交付） 

石川県警察関係手数料条例第

５条 
運転免許センター 076-238-5901 

教育職員免許状再交付手数料 石川県手数料条例第５条 教育委員会教職員課 076-225-1819 

教育職員免許状授与証明書交付手数料 石川県手数料条例第５条 教育委員会教職員課 076-225-1819 

銃砲刀剣類登録証再交付手数料 石川県手数料条例第５条 教育委員会文化財課 076-225-1844 

 

④被災者の営業再開等に係る許可等手数料 

手数料等名称 根拠規定 
問合先 

所属 連絡先 

薬局開設許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

認定薬局認定申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

医薬品販売業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

高度管理医療機器等販売業又は貸与業の

許可申請手数料 
石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

再生医療等製品販売業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

再生医療等製品製造販売業許可申請手数

料 
石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

体外診断用医薬品製造販売業許可申請手

数料 
石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

第１種医薬品製造販売業の許可申請手数

料 
石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

第２種医薬品製造販売業の許可申請手数

料 
石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

薬局製造販売医薬品の製造販売業の許可

申請手数料 
石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

医薬部外品製造販売業の許可申請（令第

20 条第２項に規定する医薬部外品)手数料 
石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

医薬部外品製造販売業の許可申請(令第 20

条第２項に規定する医薬部外品以外のみ)

手数料 

石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

化粧品製造販売業の許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

第１種医療機器製造販売業の許可申請手

数料 
石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

第２種医療機器製造販売業の許可申請手

数料 
石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

第３種医療機器製造販売業の許可申請手

数料 
石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

医薬品製造業の許可申請手数料(無菌) 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 
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医薬品製造業の許可申請手数料(一般) 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

医薬品製造業の許可申請手数料(包装等) 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

医薬品製造業の登録手数料(保管のみ） 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

医療機器製造業の登録手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

体外診断用医薬品製造業の登録手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

薬局製造販売医薬品製造業許可申請手数

料 
石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

医薬部外品製造業の許可申請手数料(無菌) 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

医薬部外品製造業の許可申請手数料(一般) 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

医薬部外品製造業の許可申請手数料(包装

等) 
石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

医薬部外品製造業の登録手数料(保管の

み） 
石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

化粧品製造業の許可申請手数料(一般) 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

化粧品製造業の許可申請手数料(包装等) 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

化粧品製造業の登録手数料(保管のみ） 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

医薬品製造販売承認申請手数料(処方せん) 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

医薬品製造販売承認申請手数料(日本薬局

方) 
石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

医薬品製造販売承認申請手数料(その他) 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

薬局製造販売医薬品製造販売承認申請手

数料 
石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

医薬部外品製造販売承認申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

医療機器修理業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

向精神薬試験研究施設設置者登録申請手

数料 
石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

覚醒剤施用機関指定申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

覚醒剤研究者指定申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

覚醒剤原料取扱者指定申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

覚醒剤原料研究者指定申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

覚醒剤製造業者指定申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

覚醒剤原料輸入業者指定申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

覚醒剤原料輸出業者指定申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

覚醒剤原料製造業者指定申請 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

毒物劇物の製造業又は輸入業の登録申請

手数料 
石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

毒物劇物販売業登録申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

ふぐ処理営業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

飲食店営業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

飲食店営業許可申請手数料（臨時） 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

菓子製造業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

アイスクリーム類製造業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

乳処理業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 
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特別牛乳搾取処理業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

乳製品製造業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

集乳業許可申請手数料  石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

食肉処理業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

食肉販売業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

食肉製品製造業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

魚介類販売業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

魚介類競り売り営業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

水産製品製造業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

冷凍食品製造業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

食品の放射線照射業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

清涼飲料水製造業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

氷雪製造業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

食用油脂製造業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

みそ又はしょうゆ製造業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

酒類製造業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

豆腐製造業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

納豆製造業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

麵類製造業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

そうざい製造業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

密封包装食品製造業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

添加物製造業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

調理の機能を有する自動販売機により調

理し、調理された食品を販売する営業許

可申請手数料 

石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

液卵製造業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

漬物製造業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

食品の小分け業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

複合型そうざい製造業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

複合型冷凍食品製造業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

食品衛生管理者養成施設登録申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

クリーニング所検査手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1441 

理容所又は美容所の検査申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1441 

旅館業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1441 

旅館業の許可を受けた地位の承継の承認

申請手数料 
石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1441 

浴場業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1441 

海水浴場設置許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1441 

休憩所設置許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1441 
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第一種動物取扱業登録申請手数料 石川県手数料条例第５条 
いしかわ動物愛護センタ

ー 
076-204-8622 

特定動物飼養保管許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 
いしかわ動物愛護センタ

ー 
076-204-8622 

食鳥処理事業許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1441 

食鳥処理場の構造又は設備変更許可申請

手数料 
石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1441 

食鳥処理衛生管理者養成施設登録手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1441 

小規模食鳥処理業者の確認規定申請手数

料 
石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1441 

小規模食鳥処理業者の確認規定変更認定

申請手数料 
石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1441 

一般と畜場設置許可 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1441 

簡易と畜場設置許可 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1441 

温泉掘削許可等手数料 石川県手数料条例第５条 生活環境部環境政策課 076-225-1491 

第一種フロン類回収業者登録手数料 石川県手数料条例第５条 生活環境部環境政策課 076-225-1463 

第一種フロン類回収業者登録更新手数料 石川県手数料条例第５条 生活環境部環境政策課 076-225-1463 

建築物清掃業者等登録手数料 石川県手数料条例第５条 生活環境部環境政策課 076-225-1491 

汚染土壌処理業許可申請手数料等 石川県手数料条例第５条 生活環境部環境政策課 076-225-1463 

汚染土壌処理業許可更新申請手数料 石川県手数料条例第５条 生活環境部環境政策課 076-225-1463 

汚染土壌処理業許可事項変更申請手数料 石川県手数料条例第５条 生活環境部環境政策課 076-225-1463 

産業廃棄物収集運搬業許可等申請手数料 石川県手数料条例第５条 
生活環境部資源循環推進

課 
076-225-1472 

使用済自動車引取業者登録等申請手数料 石川県手数料条例第５条 
生活環境部資源循環推進

課 
076-225-1472 

漁業許可申請手数料（５トン以上） 石川県手数料条例第５条 農林水産部水産課 076-225-1653 

小型漁船総トン数の測度手数料 石川県手数料条例第５条 農林水産部水産課 076-225-1653 

漁船登録申請手数料 石川県手数料条例第５条 農林水産部水産課 076-225-1653 

漁船登録変更申請手数料 石川県手数料条例第５条 農林水産部水産課 076-225-1653 

漁船登録再交付手数料 石川県手数料条例第５条 農林水産部水産課 076-225-1653 

漁船登録謄本原簿申請手数料 石川県手数料条例第５条 農林水産部水産課 076-225-1653 

漁船登録検認申請手数料 石川県手数料条例第５条 農林水産部水産課 076-225-1653 

遊漁船業者登録申請 石川県手数料条例第 5 条 農林水産部水産課 076-225-1653 

遊漁船業者更新申請書 石川県手数料条例第 5 条 農林水産部水産課 076-225-1653 

漁業権免除申請手数料 石川県手数料条例第 5 条 農林水産部水産課 076-225-1653 

漁業権共有認可申請手数料 石川県手数料条例第 5 条 農林水産部水産課 076-225-1653 

漁業権移転認可申請 石川県手数料条例第 5 条 農林水産部水産課 076-225-1653 

休業中の漁業許可申請 石川県手数料条例第 5 条 農林水産部水産課 076-225-1653 

風俗営業許可申請手数料（一般風俗営

業） 

石川県警察関係手数料条例第

５条 
警察本部生活安全企画課 076-225-0110 

風俗営業許可申請手数料（ぱちんこ屋営

業・基本） 

石川県警察関係手数料条例第

５条 
警察本部生活安全企画課 076-225-0110 

風俗営業許可申請手数料（滅失による特

例・加算） 

石川県警察関係手数料条例第

５条 
警察本部生活安全企画課 076-225-0110 

風俗営業許可申請手数料（ぱちんこ屋営

業・加算） 

石川県警察関係手数料条例第

５条 
警察本部生活安全企画課 076-225-0110 
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風俗営業許可申請手数料（構造設備変

更） 

石川県警察関係手数料条例第

５条 
警察本部生活安全企画課 076-225-0110 

風俗営業許可申請手数料（遊技機変更・

認定機） 

石川県警察関係手数料条例第

５条 
警察本部生活安全企画課 076-225-0110 

風俗営業許可申請手数料（遊技機変更・

検定機） 

石川県警察関係手数料条例第

５条 
警察本部生活安全企画課 076-225-0110 

風俗営業許可申請手数料（遊技機変更・

加算） 

石川県警察関係手数料条例第

５条 
警察本部生活安全企画課 076-225-0110 

自動車保管場所証明申請手数料 
石川県警察関係手数料条例第

５条 
警察本部交通規制課 076-225-0110 

 

⑤その他、被災に伴い必要が生じた手続きに係る使用料・手数料等 

手数料等名称 根拠規定 
問合先 

所属 連絡先 

心身障害者扶養共済制度掛金の減免 
石川県心身障害者扶養共済制

度条例施行規則 第５条 

健康福祉部障害保健福祉

課 
076-225-1426 

診断書交付手数料 
石川県こころの健康センター

条例 第５条 
こころの健康センター 076-238-5761 

病院等検査手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部医療対策課 076-225-1433 

県立病院の使用料、手数料 
石川県病院事業の設置等に関

する条例 第５条 
健康福祉部医療対策課 076-225-1431 

死体保存許可手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部医療対策課 076-225-1433 

看護師等修学資金貸付金（返還猶予） 

石川県看護師等修学資金貸与

条例第６条第５項第５号、同

規則第９条第２項第４号 

健康福祉部医療対策課 076-225-1431 

石川県立総合看護専門学校授業料（第二

看護学科） 

石川県立総合看護専門学校条

例 
総合看護専門学校 076-238-5877 

石川県立総合看護専門学校授業料（第三

看護学科） 

石川県立総合看護専門学校条

例 
総合看護専門学校 076-238-5877 

石川県立総合看護専門学校授業料（准看

護学科） 

石川県立総合看護専門学校条

例 
総合看護専門学校 076-238-5877 

介護福祉士修学資金等貸与（返還猶予） 
石川県介護福祉士等修学資金

貸与条例第６条 
健康福祉部厚生政策課 076-225-1419 

介護老人保健施設開設許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部長寿社会課 076-225-1416 

介護老人保健施設変更許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部長寿社会課 076-225-1416 

介護医療院開設許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部長寿社会課 076-225-1416 

介護医療院変更許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部長寿社会課 076-225-1416 

配置販売従事者身分証明書交付申請 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

医薬品登録販売者試験手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

医薬品販売従事登録申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

麻薬卸売業者免許申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

麻薬小売業者免許申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

麻薬施用者免許申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

麻薬管理者免許申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

麻薬研究者免許申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

向精神薬卸売業者免許申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

向精神薬小売業者免許申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

大麻取扱者免許申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 
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毒物劇物取扱者試験手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1442 

ふぐ処理資格者免許申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

ふぐ処理資格者試験手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

製菓衛生師免許申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

製菓衛生師試験手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1443 

クリーニング師試験手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1441 

クリーニング師免許申請手数料 石川県手数料条例第５条 健康福祉部薬事衛生課 076-225-1441 

動物取扱責任者研修会受講手数料 石川県手数料条例第５条 
いしかわ動物愛護センタ

ー 
076-204-8622 

犬猫引取手数料（成犬、成猫） 石川県手数料条例第５条 
いしかわ動物愛護センタ

ー 
076-204-8622 

犬猫引取手数料（子犬、子猫） 石川県手数料条例第５条 
いしかわ動物愛護センタ

ー 
076-204-8622 

収容動物返還手数料 石川県手数料条例第５条 
いしかわ動物愛護センタ

ー 
076-204-8622 

収容動物飼養管理手数料 石川県手数料条例第５条 
いしかわ動物愛護センタ

ー 
076-204-8622 

受胎調節実地指導員指定証交付手数料 石川県手数料条例第５条 
健康福祉部少子化対策監

室 
076-225-1424 

受胎調節実地指導員標識交付手数料 石川県手数料条例第５条 
健康福祉部少子化対策監

室 
076-225-1424 

受胎調節実地指導員指定証訂正手数料 石川県手数料条例第５条 
健康福祉部少子化対策監

室 
076-225-1424 

母子寡婦福祉資金貸付金（返還猶予、据

置延長） 

母子父子寡婦福祉法施行令第

８条第６項、第１９条 

健康福祉部少子化対策監

室 
076-225-1421 

保育士修学資金等貸与（返還猶予） 
石川県保育士修学資金貸与事

業実施要綱第１１ 

健康福祉部少子化対策監

室 
076-225-1497 

特定計量器の検定手数料 石川県手数料条例第５条 計量検定所 076-254-5507 

装置検査手数料 石川県手数料条例第５条 計量検定所 076-254-5507 

基準機検査手数料 石川県手数料条例第５条 計量検定所 076-254-5507 

計量証明検査手数料 石川県手数料条例第５条 計量検定所 076-254-5507 

定期検査手数料 石川県手数料条例第５条 計量検定所 076-254-5507 

山中漆器産業技術センター授業料 
石川県立山中漆器産業技術セ

ンター条例第１２条 

商工労働部経営支援課伝

統産業振興室 
076-225-1526 

九谷焼技術研修所授業料 
石川県九谷焼技術研修所条例

第７条 
九谷焼技術研修所 0761-57-3340 

九谷焼技術者自立支援工房個室工房使用

料 

石川県九谷焼技術者自立支援

工房条例第７条、第８条 
九谷焼技術研修所 0761-57-3340 

工業試験場における分析・試験等手数料 石川県手数料条例第５条 工業試験場 076-267-8080 

石川トライアルセンター使用料（施設・

設備） 

石川トライアルセンター条例

第４条 
工業試験場 076-267-8080 

石川トライアルセンター使用料（開放試

験機器） 

石川トライアルセンター条例

第４条 
工業試験場 076-267-8080 

石川県新分野創造開発支援センター使用

料（施設・設備） 

石川新分野創造開発支援セン

ター条例第４条 
工業試験場 076-267-8080 

石川県新分野創造開発支援センター使用

料（開放試験機器） 

石川新分野創造開発支援セン

ター条例第４条 
工業試験場 076-267-8080 

いしかわ次世代産業創造支援センター使

用料(施設・設備) 

石川県次世代産業創造支援セ

ンタ条例第４条 
工業試験場 076-267-8080 

いしかわ次世代産業創造支援センター使

用料(開放試験機器) 

石川県次世代産業創造支援セ

ンタ条例第４条 
工業試験場 076-267-8080 

旅券発給手数料（県証紙分のみ）（国印

紙分は除く） 
石川県手数料条例第５条 

観光戦略推進部国際交流

課 
076-223-9109 
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就農支援資金貸付金（償還猶予） 
石川県就農支援資金貸付金等

要領第３の７ 

農林水産部農業経営戦略

課 
076-225-1615 

予防液交付手数料（豚熱に限る） 石川県手数料条例第５条 
農林水産部畜産振興・防

疫対策課 
076-225-1627 

死亡牛検査後の処理手数料 

イ 満二十四月齢以上  
石川県手数料条例第５条 

農林水産部畜産振興・防

疫対策課 
076-225-1627 

死亡牛検査後の処理手数料 

ロ 満三月齢以上満二十四月齢未満 
石川県手数料条例第５条 

農林水産部畜産振興・防

疫対策課 
076-225-1627 

死亡牛検査後の処理手数料 

ハ 満三月齢未満 
石川県手数料条例第５条 

農林水産部畜産振興・防

疫対策課 
076-225-1627 

家畜検査手数料 

ヨーネ病検査（一時的な預託導入時の検

査分に限る） 

石川県手数料条例第５条 
農林水産部畜産振興・防

疫対策課 
076-225-1627 

家畜検査証明書、家畜注射証明書、家畜

薬浴証明書又は家畜投薬証明書の交付手

数料（一時的な預託導入時の検査分に限

る） 

石川県手数料条例第５条 
農林水産部畜産振興・防

疫対策課 
076-225-1627 

免疫学的検査料（一時的な預託導入時の

検査分に限る） 
石川県手数料条例第５条 

農林水産部畜産振興・防

疫対策課 
076-225-1627 

遺伝子検査料（一時的な預託導入時の検

査分に限る） 
石川県手数料条例第５条 

農林水産部畜産振興・防

疫対策課 
076-225-1627 

受託放牧料金 放牧場受託放牧規程第１１条 
（一社）石川県農業開発

公社 
076-256-5112 

石川県海岸占用料 
石川県海岸占用料等徴収条例

第５条、第７条 
農林水産部農業基盤課 076-225-1636 

林業・木材産業改善資金（返還猶予） 
石川県林業・木材産業改善資

金貸付規則第１３条 
農林水産部森林管理課 076-225-1643 

漁業権を目的とする抵当権設定手数料 石川県手数料条例第 5 条 農林水産部水産課 076-225-1655 

免許漁業原簿謄本又は抄本の交付 石川県手数料条例第 5 条 農林水産部水産課 076-225-1655 

漁業図の謄本又は抄本の交付 石川県手数料条例第 5 条 農林水産部水産課 076-225-1655 

免許漁業原簿閲覧手数料 石川県手数料条例第 5 条 農林水産部水産課 076-225-1655 

漁港施設使用料 
石川県漁港管理条例第１３条

第２項 
農林水産部水産課 076-225-1655 

漁港施設占用料 
石川県漁港管理条例第１３条

第２項 
農林水産部水産課 076-225-1655 

水域又は公共空地の占有料 
石川県漁港管理条例第１３条

の２第３項 
農林水産部水産課 076-225-1655 

沿岸漁業改善資金（償還猶予） 
石川県沿岸漁業改善資金貸付

規則第１０条 
農林水産部水産課 076-225-1657 

国土交通省所管公共用財産使用収益料 
石川県国土交通省所管公共用

財産管理条例第１０条 
土木部監理課用地室 076-225-1713 

岩石採取計画変更認可手数料 石川県手数料条例第５条 土木部河川課 076-225-1736 

砂利採取計画変更認可手数料 石川県手数料条例第５条 土木部河川課 076-225-1736 

石川県河川流水占用料 
石川県河川流水占用料等徴収

条例第５条、第７条 
土木部河川課 076-225-1736 

石川県海岸占用料 
石川県海岸占用料等徴収条例

第５条、第 7 条 
土木部河川課 076-225-1736 

港湾施設使用料 
石川県港湾施設管理条例第１

０条、第１２条 
土木部港湾課 076-225-1746 

港湾区域等占用料 

石川県港湾区域内及び港湾隣

接地域内における行為の規制

等に関する条例第７条、第９

条 

土木部港湾課 076-225-1746 

石川県海岸占用料 
石川県海岸占用料等徴収条例

第５条、第７条 
土木部港湾課 076-225-1746 

県営住宅使用料 

(現在の住宅に住むことが困難となった方

の家賃、敷金、駐車場使用料に限る) 

石川県行政財産使用料条例第

６条第１項第３号 
土木部建築住宅課 076-225-1776 
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開発許可申請手数料 石川県手数料条例第５条 土木部建築住宅課 076-225-1778 

入学検定手数料 石川県手数料条例第５条 教育委員会庶務課 076-225-1817 

入学手数料 石川県手数料条例第５条 教育委員会庶務課 076-225-1817 

県立学校各種証明書発行手数料 石川県手数料条例第５条 教育委員会庶務課 076-225-1817 

授業料 石川県立学校条例第８条 教育委員会庶務課 076-225-1817 

石川県育英資金の貸与（返還猶予） 

石川県育英資金貸与条例第３

条、石川県育英資金貸与規則

第１７条 

教育委員会庶務課 076-225-1816 

 

  



 

63 

 

◎石川県庁における電話相談窓口一覧 

 内容 窓口 電話番号 対応時間 
①被災地外への避難、ホテル・旅

館への避難の受付に関すること 
2次避難所運営事務局コー
ルセンター 

0120-266-755 
9:00～18:00 

（土日祝対応） 
②仮設住宅（民間賃貸含む）への

入居、住宅再建に関すること 
土木部建築住宅課 076-225-1777 9:00～17:45 

③生活費などお金に関すること 
健康福祉部厚生政策課 076-225-1478 

9:00～17:45 
石川県社会福祉協議会 076-208-3503 

④医療に関すること 健康福祉部医療対策課 076-225-1431 9:00～17:45 

⑤健康に関すること 健康福祉部健康推進課 076-225-1458 9:00～17:45 

⑥子育て支援に関すること 健康福祉部少子化対策監室 076-225-1447 9:00～17:45 

⑦高齢者福祉に関すること 健康福祉部長寿社会課 076-225-1487 9:00～17:45 

⑧障害のある方の福祉に関するこ 
 と 

健康福祉部障害保健福祉課 076-225-1426 9:00～17:45 

⑨県税に関すること 総務部税務課 076-225-1271 9:00～17:45 

⑩教育に関すること 
教育委員会事務局学校指導
課 

076-225-1826 9:00～17:45 

⑪事業者の支援（補助金・融資・
雇用維持等）に関すること 

金沢事業者支援センター 0120-867-100 
10:00～17:00 

能登事業者支援センター 0120-262-380 

⑫雇用・就労に関すること 
いしかわ就職・定住総合サ
ポートセンター（ILAC） 

076-235-4540 
9:00～18:00 
（月～土） 

 
 
 
⑬農林漁業者の支援に関すること 
 

※農林総合事務所でも相談を受
け付けています。 

農業 

JAのと本店 0120-338-250 

9:00～17:00 

JA内浦町営農経済
課（火・金） 

0120-338-560 

七尾市役所本庁舎 0767-53-8005 

志賀町役場本庁舎 0767-32-9221 

石川県珠洲農林事
務所 

0120-338-760 

石川県農業会館 0120-338-633 

林業 
農林水産部森林管
理課 

076-225-1643 9:00～17:45 

あ漁業 
石川県漁業協同組
合(本所) 

076-234-8815 9:00～18:00 

⑭消費者トラブルに関すること 消費生活支援センター 076-255-2319 

(平日)9:00～
17:00 

(土曜)9:00～
12:30 

⑮多言語相談に関すること 石川県国際交流協会 076-262-5932 8:30～17:15 

⑯性暴力・DV・女性の様々なお
悩みに関すること 

いしかわ性暴力被害者支援
センター 

♯8891 8:30～17:15 

石川県配偶者暴力相談支援
センター 

♯8008 9:00～17:00 

石川県女性相談支援センタ
ー 

076-208-3304 9:00～16:30 

  ※お問い合わせの内容に対して、個別にご相談に応じるほか、関係機関の窓口のご案内いたします 
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●ひな型（市町独自の支援制度等を追加する際に適宜ご利用ください。） 

制度の名称 
 

支援の種類  

制度の内容 

 

 

 

  

活用できる方 

 

 

 

 

 

お問い合わせ  

 


